
目
　
　
　
次 

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

○
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

二

条

例

○
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

（
地
域
政
策
課
）

四

○
久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の

整
備
に
関
す
る
条
例（

〃

）

九

○
埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
等

の
条
例

（
保
健
医
療
政
策
課
）

一
〇

○
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係

る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例

（

〃

）

一
三

○
公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
へ
の

職
員
の
引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組

織
を
定
め
る
条
例

（

〃

）

一
四

○
埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震
化
基
金
条
例

（
医
療
整
備
課
）

一
四

○
埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
条
例

（

〃

）

一
四

○
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地

区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
市
街
地
整
備
課
）

一
五

○
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例

（
下
水
道
課
）

一
五

○
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員

の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る

条
例

（

〃

）

一
七

規

則

○
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

（
税

務

課
）

二
〇

○
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行

細
則
を
廃
止
す
る
規
則

（
生
活
衛
生
課
）

二
四

○
産
業
褒
状
授
与
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

（
産
業
労
働
政
策
課
）

二
四

管
理
規
程

○
埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

（
公
営
企
業
・
総
務
課
）

二
四

○
埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一

部
を
改
正
す
る
規
程（

経
営
管
理
課
）

二
五

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
県
央
振
興
）

二
六

○

〃

（
川
越
比
企
振
興
）

二
六

○

〃

（

〃

）

二
七

○

〃

（
利
根
振
興
）

二
七

○
ゴ
ー
グ
ル
の
購
入
に
関
す
る
落
札
者

の
公
示

（
入
札
執
行
課
）

二
七

○
陰
圧
テ
ン
ト
の
購
入
に
関
す
る
落
札

者
の
公
示

（

〃

）

二
八

○
埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
送
迎
バ
ス
の
購

入
に
関
す
る
落
札
者
の
公
示

（

〃

）

二
八

○
県
立
学
校
教
職
員
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
購
入
に
関
す
る
落
札
者
の
公
示

（

〃

）

二
八

○
県
立
学
校
ク
ラ
ス
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

等
の
購
入
に
関
す
る
落
札
者
の
公
示

（

〃

）

二
八

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
に
係

る
公
告

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
）

二
八

○

〃
（

〃

）

二
九

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く

汚
染
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除

（
水
環
境
課
）

二
九

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
医
療
機
関
及
び
施
術
者
の
指

定

（
社
会
福
祉
課
）

三
〇

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届

出

（
社
会
福
祉
課
）

三
一

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施

術
者
の
廃
止
の
届
出（

〃

）

三
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定

（

〃

）

三
二

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
の
届

出

（

〃

）

三
五

○
生
活
保
護
法
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届

出

（

〃

）

三
五

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る

公
示

（
商
業
支
援
課
）

三
七

○
ヨ
ー
ネ
病
患
畜
の
発
生

（
畜
産
安
全
課
）

三
七

○
測
量
法
に
基
づ
く
公
共
測
量
の
実
施

（
用

地

課
）

三
八

○
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
告
示

（
河
川
砂
防
課
）

三
八

○
和
光
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土
地
区
画
整
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本
号
で
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理
組
合
の
設
立
認
可

（
市
街
地
整
備
課
）

三
八

○
荒
川
左
岸
南
部
流
域
下
水
道
ば
い
じ

ん
処
分
業
務
委
託
そ
の
２
の
落
札
者

に
関
す
る
公
示

（
荒
川
左
岸
南
部
下
水
道
事
務
所
）

三
八

○
荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処

分
業
務
委
託
そ
の
３
の
落
札
者
に
関

す
る
公
示

（
荒
川
右
岸
下
水
道
事
務
所
）

三
八

○
荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処

分
業
務
委
託
そ
の
４
の
落
札
者
に
関

す
る
公
示

（

〃

）

三
九

○
中
川
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業

務
委
託
そ
の
３
の
落
札
者
に
関
す
る

公
示

（
中
川
下
水
道
事
務
所
）

三
九

○
中
川
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業

務
委
託
そ
の
４
の
落
札
者
に
関
す
る

公
示

（

〃

）

三
九

○
県
道
鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線
の
区
域

の
変
更

（
北
本
県
土
）

三
九

○
県
道
川
越
坂
戸
毛
呂
山
線
の
区
域
の

変
更

（
飯
能
県
土
）

四
〇

○
県
道
深
谷
寄
居
線
の
区
域
変
更

（
熊
谷
県
土
）

四
〇

○
県
道
花
園
本
庄
線
の
区
域
変
更

（

〃

）

四
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
）

四
一

○

〃
（

〃

）

四
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
）

四
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

四
二

○
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
の
招
集

（
教
委
・
総
務
課
）

四
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
設
立

（
選

管

委
）

四
二

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動

（

〃

）

四
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
解
散
届
出
及
び
収
支
報
告
書
の

要
旨

（

〃

）

四
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
し

（

〃

）

四
八

○
政
治
資
金
規
正
法
に
基
づ
く
政
治
団

体
の
収
支
報
告
書
（

〃

）

四
八

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
六
十
二
号
）（
地
域
政
策
課
）

一

趣

旨

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
の
推
進
を
図
る
た

め
、
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を

市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
並
び
に
加

須
市
及
び
久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
規
定
の
整

備
等
を
す
る
た
め
の
改
正

二

内

容

�

新
た
に
移
譲
を
行
う
事
務
（
二
事
務
）

�

処
理
す
る
市
町
村
が
拡
大
す
る
事
務

（
四
十
八
事
務
）

�

加
須
市
及
び
久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
規

定
の
整
備

�

法
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
備
等

�

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条

例
の
廃
止

三

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

た
だ
し
、
二
�
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
二

年
三
月
二
十
三
日
、
二
�
の
一
部
に
つ
い
て

は
公
布
の
日
又
は
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日

久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号
）（
地

域
政
策
課
）

一

趣

旨

久
喜
市
の
設
置
に
伴
い
、
関
係
条
例
を
整

備
す
る
た
め
の
条
例
の
制
定

二

内

容

関
係
七
条
例
に
つ
い
て
、
所
管
区
域
等
か

ら
の
町
名
の
削
除
及
び
所
在
地
の
表
示
の
変

更
を
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

三

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）（
保
健
医
療
政

策
課
）

一

趣

旨

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
の
設
立
に

伴
い
、
関
係
条
例
を
整
備
す
る
た
め
の
条
例

を
制
定
す
る
。

二

内

容

埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
と
と
も

に
、
関
係
十
三
条
例
に
つ
い
て
埼
玉
県
立
大

学
に
係
る
規
定
を
削
る
等
の
改
正
を
す
る
た

め
に
規
定
を
整
備
す
る
。

三

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要

な
財
産
を
定
め
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
十

五
号
）（
保
健
医
療
政
策
課
）

一

趣

旨

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
の
設
立
に

伴
い
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
四
十
四
条

第
一
項
に
基
づ
く
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条

例
を
制
定
す
る
。

二

内

容

�

重
要
な
財
産
の
種
類

不
動
産

動
産

不
動
産
の
信
託
の
受
益
権

�

重
要
な
財
産
と
す
る
基
準
金
額

予
定
価
格
七
千
万
円
以
上

三

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
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公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
へ
の
職
員
の

引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組
織
を
定
め
る
条
例

（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
六
号
）（
保
健
医
療
政

策
課
）

一

趣

旨

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
の
設
立
に

伴
い
、
県
か
ら
法
人
に
引
き
継
が
れ
る
職
員

の
範
囲
を
定
め
る
た
め
、
地
方
独
立
行
政
法

人
法
第
五
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
そ
の

範
囲
と
な
る
内
部
組
織
を
定
め
る
条
例
を
制

定
す
る
。

二

内

容

引
継
ぎ
の
対
象
と
な
る
内
部
組
織
は
「
埼

玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
」

に
よ
る
廃
止
前
の
「
埼
玉
県
立
大
学
条
例
」

第
一
条
の
埼
玉
県
立
大
学
と
す
る
。

三

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震
化
基
金
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
六
十
七
号
）（
医
療
整
備
課
）

一

趣

旨

災
害
時
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
災
害
拠

点
病
院
等
の
医
療
施
設
の
耐
震
化
を
図
る
た

め
に
実
施
す
る
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費

の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
基
金
を
設
置
す
る

た
め
の
条
例
の
制
定

二

内

容

埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震
化
基
金
の
管
理
に

関
し
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
。

三

施
行
期
日

公
布
の
日

埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
六
十
八
号
）（
医
療
整
備
課
）

一

趣

旨

地
域
医
療
に
係
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め

に
県
が
策
定
す
る
地
域
医
療
再
生
計
画
に
基

づ
く
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に

充
て
る
た
め
、
基
金
を
設
置
す
る
た
め
の
条

例
の
制
定

二

内

容

埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
の
管
理
に
関

し
必
要
な
事
項
を
規
定
す
る
。

三

施
行
期
日

公
布
の
日

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整

理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）（
市
街
地
整
備

課
）

一

趣
旨

伊
奈
地
区
に
お
け
る
県
施
行
の
土
地
区
画

整
理
事
業
の
基
盤
整
備
完
了
に
伴
う
清
算
業

務
に
つ
い
て
、
清
算
金
を
分
割
徴
収
す
る
場

合
の
利
子
の
利
率
を
定
め
、
並
び
に
延
滞
金

の
切
り
捨
て
額
を
改
定
す
る
た
め
の
条
例
の

改
正

二

内
容

�

清
算
金
を
分
割
徴
収
す
る
場
合
の
利
子

の
利
率
に
つ
い
て

利
率
は
、
換
地
処
分
の
公
告
の
日
の
翌

日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
の
貸
付
利
率

の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
貸
付

け
の
利
率
と
す
る
。
（
当
該
利
率
が
年
六

％
を
超
え
る
と
き
は
年
六
％
）

�

貸
付
期
間
が
五
年
以
内
で
あ
る
こ

と
。

�

償
還
方
法
が
満
期
一
括
償
還
で
あ
る

こ
と
。

�

延
滞
金
の
全
額
切
り
捨
て
額
に
つ
い
て

延
滞
金
の
全
額
切
り
捨
て
額
を
、
五
百

円
未
満
か
ら
千
円
未
満
に
改
正
す
る
。

三

施
行
期
日

公
布
の
日

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す

る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
七
十
号
）（
下
水
道

課
）

一

趣

旨

流
域
下
水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法
の

全
部
を
適
用
し
、
下
水
道
事
業
管
理
者
及
び

下
水
道
局
の
設
置
ほ
か
、
同
事
業
の
設
置
等

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
条

例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

内

容

�

流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等

流
域
下
水
道
事
業
を
設
置
し
、
同
事
業

に
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
を
適
用
す
る

�

実
施
事
業

県
内
の
八
流
域
下
水
道
（
荒
川
左
岸
南

部
、
荒
川
左
岸
北
部
、荒
川
右
岸
、中
川
、

古
利
根
川
、
荒
川
上
流
、
市
野
川
、
利
根

川
右
岸
）
の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持

そ
の
他
の
管
理

�

組

織

下
水
道
事
業
管
理
者
の
事
務
を
処
理
さ

せ
る
た
め
下
水
道
局
を
設
置
す
る

�

重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分

予
定
価
格
が
七
千
万
円
以
上
の
不
動

産
、
動
産
等
の
買
入
れ
又
は
譲
渡

�

議
会
の
同
意
を
要
す
る
事
項

職
員
の
賠
償
責
任
（
賠
償
額
が
十
万
円

以
上
で
あ
る
場
合
）
の
免
除

	

議
会
の
議
決
を
要
す
る
事
項

負
担
付
き
の
寄
附
又
は
贈
与
（
七
千
万

円
以
上
の
も
の
）
の
受
領
等




業
務
状
況
の
公
表

三

施
行
期
日
等

�

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

�

本
条
例
の
制
定
に
伴
い
影
響
の
あ
る
条

例
の
整
備

ア

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
条

例
外
一
条
例
の
廃
止

イ

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関

す
る
条
例
外
五
条
例
の
一
部
改
正

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与

の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
七
十
一
号
）（
下
水
道
課
）

－３－
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例 

条 

一

趣

旨

流
域
下
水
道
事
業
に
地
方
公
営
企
業
法
の

全
部
を
適
用
す
る
こ
と
に
伴
い
、
流
域
下
水

道
事
業
に
従
事
す
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及

び
基
準
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
あ
る
。

二

内

容

�

給
与
の
種
類

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
八
条
第
四
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
給
与
の
種
類
を
「
給

料
」
及
び
「
手
当
」
と
す
る
。

�

給
与
の
基
準

ア

給
料
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
職
務
の

種
類
に
応
じ
て
給
料
表
を
作
成
し
、
そ

の
給
料
表
は
職
務
の
内
容
と
責
任
に
応

じ
る
も
の
、
か
つ
、
職
員
の
発
揮
し
た

能
率
が
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
基
本
原
則
を
規

定
す
る
。

イ

手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
類
ご
と

の
手
当
の
性
格
、
支
給
事
由
、
支
給
対

象
等
の
原
則
的
な
基
準
を
規
定
す
る
。

三

施
行
期
日
等

�

施
行
期
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

�

本
条
例
の
制
定
に
伴
い
影
響
の
あ
る
条

例
の
整
備

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び

基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
二
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
十
二
項
事
務
の
欄
１
中
「
指
示
」
の
下
に
「
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る

製
造
業
者
等
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
並
び
に
事
業
所
、
工
場
及
び
店
舗
が
一
の
市
町

村
の
区
域
内
の
み
に
あ
る
も
の
（
４
か
ら
６
ま
で
に
お
い
て
「
特
定
製
造
業
者
等
」
と
い
う
。）

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
４
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条

の
二
第
二
項
」
に
、
「
及
び
措
置
」
を
「
（
特
定
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に

改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
６
と
し
、
同
欄
３
中
「
第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
二
十
一

条
の
二
第
一
項
」
に
、
「
受
理
」
を
「
受
付
（
特
定
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
、
同
欄
３
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」を「
第
二
十
条
第
三
項
」

に
改
め
、
「
立
入
検
査
」
の
下
に
「（
特
定
製
造
業
者
等
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」
を
加
え
、

同
欄
２
を
同
欄
４
と
し
、
同
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

法
第
十
九
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令（
１
の
指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

３

法
第
十
九
条
の
十
四
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表
（
１
及
び
２
の
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

別
表
第
二
十
三
項
第
一
号
事
務
の
欄
１
中
「
及
び
第
二
項
並
び
に
」
を
「
若
し
く
は
第
二
項

又
は
」
に
改
め
、
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
市
町
村
に
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
１
中
「
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
第
三
項
並
び
に
第
十
八
条
第

一
項
」
に
改
め
、
同
欄
１４
中
「
第
八
十
三
条
の
二
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
３
及

び
６
」
を
「
６
及
び
１１
」
に
改
め
、
同
欄
１４
を
同
欄
２１
と
し
、
同
欄
１３
中
「
第
八
十
三
条
」

を
「
第
五
十
条
」
に
、
「
１２
ま
で
及
び
１４
」
を
「
１９
ま
で
及
び
２１
か
ら
２４
ま
で
」
に
改
め
、

同
欄
１３
を
同
欄
２０
と
し
、
同
欄
１２
中
「
第
八
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
五
項
」

に
、
「
１０
」
を
「
１７
」
に
改
め
、
同
欄
１２
を
同
欄
１９
と
し
、
同
欄
１１
中
「
第
八
十
二
条
第
三

項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」
に
、
「
１０
」
を
「
１７
」
に
改
め
、
同
欄
１１
を
同
欄
１８
と
し
、

同
欄
１０
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
３
、
６
及
び
１４
」
を

「
６
、
９
、
１１
、
１４
、
２１
及
び
２３
」
に
改
め
、
同
欄
１０
を
同
欄
１７
と
し
、
同
欄
９
中
「
第
二

十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
八
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
１６
と
し
、
同
欄
８
中
「
６
」

を
「
１１
」
に
改
め
、
同
欄
８
を
同
欄
１３
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１４

法
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
二
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
又
は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て
法
第
三
条
第

一
項
本
文
に
掲
げ
る
権
利
を
取
得
す
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

１５

法
第
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴

取
（
１４
の
協
議
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
７
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
条
第
五
項
」
に
、
「
６
」

を
「
１１
」
に
改
め
、
同
欄
７
を
同
欄
１２
と
し
、
同
欄
中
６
を
１１
と
し
、
同
欄
５
中
「
３
」
を

「
６
」
に
改
め
、
同
欄
５
を
同
欄
８
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
二
ヘ
ク

タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の
に
す
る
行
為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

１０

法
第
四
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
９

の
協
議
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

－４－
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別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
４
中
「
３
」
を
「
６
」
に
改
め
、
同
欄
４
を
同
欄
７
と
し
、
同

欄
中
３
を
６
と
し
、
同
欄
２
中
「
第
三
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
」
を
「
第
三
条
第
五

項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
２
を
同
欄
３
と
し
、
そ
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

４

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告

５

法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
取
消
し

別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

別
表
第
三
十
二
項
事
務
の
欄
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２２

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
書
の
交
付
（
２１
の
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

２３

法
第
五
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
及
び
公
告
（
２１
の
事
務
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

２４

法
第
五
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
徴
収
（
２３
の
措
置
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）

別
表
第
三
十
三
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
１３
を
１５
と
し
、
８
か
ら
１２
ま
で
を
１０
か
ら
１４
ま
で

と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
受
託

９

法
第
四
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
申
出

別
表
第
三
十
三
項
第
二
号
事
務
の
欄
中
１３
を
１５
と
し
、
８
か
ら
１２
ま
で
を
１０
か
ら
１４
ま
で

と
し
、
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
受
託

９

法
第
四
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
申
出

別
表
第
三
十
七
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十

六
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二

第
二
項
第
十
四
号
ハ
及
び
第
十
五
号
ニ
、
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号
ハ
及
び
第
十
五

号
ニ
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
事
務
の
欄
中
「
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第

十
六
号
ニ
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
五
号
ハ
及
び
第
十
六
号
ニ
」
を
「
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
ハ
及
び
第
十
五
号
ニ
並
び
に
第
六
十
二
条
の
三
第
四
項
第
十
四
号

ハ
及
び
第
十
五
号
ニ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
十
一
項
事
務
の
欄
４
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。

別
表
第
六
十
五
項
第
三
号
事
務
の
欄
１７
中
「
１３
」
を
「
１５
」
に
改
め
、
同
欄
１７
を
同
欄
１９

と
し
、
同
欄
中
１１
か
ら
１６
ま
で
を
１３
か
ら
１８
ま
で
と
し
、
１０
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１１

法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
の
受
託

１２

法
第
四
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
申
出

別
表
第
七
十
三
項
事
務
の
欄
４
中
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
に

改
め
る
。

別
表
第
七
十
八
項
第
五
号
事
務
の
欄
中
１２
を
１４
と
し
、
１１
を
１３
と
し
、
１０
を
１２
と
し
、
９
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１０

法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
調
査
の
受
託

１１

法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
区
画
整
理
法
第
四
十
八
条
の
二
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
意
見
の
申
出

別
表
第
八
十
五
項
第
一
号
事
務
の
欄
３
中
「
第
七
十
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
条
第
五
項
」

に
、
「
第
百
十
五
条
の
十
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
欄
４
中
「
第
百
十
五
条

の
十
」
を
「
第
百
十
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
欄
６
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第

百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五

条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八

第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第
四
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九
」
を
「
第

百
十
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
百
十
五
条
の
十
」
に
改
め
、
同
欄
１０
中
「
第
百
十
五
条
の
七
第

五
項
及
び
第
百
十
五
条
の
八
第
二
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
八
第
五
項
及
び
第
百
十
五
条
の
九

第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
１１
中
「
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
」

に
改
め
、
同
欄
１３
中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
」を「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
事
務
の
欄
４
中
「
第
八
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
二

項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
百
三
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
四
条
の
二
」
を
加
え
、

同
欄
１０
中
「
第
百
十
五
条
の
二
十
九
第
六
項
」
を
「
第
百
十
五
条
の
三
十
五
第
六
項
」
に
改
め

る
。別

表
第
百
九
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
「
認
定
」
の
下
に
「
（
建
築
基
準
法
第
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
又
は
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
置
か
れ
る
建
築
主

事
の
確
認
の
対
象
と
な
る
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
市
町
村

の
欄
中
「
前
号
の
」
を
「
上
欄
に
掲
げ
る
事
務
で
前
号
の
事
務
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
書

類
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
欄
に
対
応
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
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す
る
。

別
表
第
九
十
二
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
、
」
を
削
る
。

第
三
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
、
同
表
第
二
項
第
一
号
市
町

村
の
欄
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
表
第
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺

町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
六
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
七
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋

町
、
鷲
宮
町
」を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」

及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、

菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
十
五
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
市
町
村
の
欄

中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
十
八
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、

鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
、
菖
蒲
町
、
栗
橋

町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
二
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
飯
能
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、
騎
西

町
、
北
川
辺
町
」
及
び
「
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
三
十
三
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」及
び「
、

菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
市
町
村
の
欄
中「
、
鷲
宮
町
」を
削
り
、

同
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗

橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
三
十
八
項
市
町
村
の
欄
及
び
同
表
第
四
十
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺

町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
四
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」及
び「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、

鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
四
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲

町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
四
十
八
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
」
を
削
る
。

別
表
第
四
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
飯
能
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、
騎
西

町
」
を
削
る
。

別
表
第
五
十
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
栗
橋

町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
五
十
七
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
」
及
び
「
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を

削
る
。

別
表
第
六
十
四
項
第
四
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
六
号
市
町

村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同

項
第
七
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
八
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根

町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
北

川
辺
町
」
を
削
る
。

別
表
第
六
十
五
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
五
号
市
町
村

の
欄
、
同
項
第
六
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
七
号
市
町
村
の
欄
中「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」

及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
七
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
飯
能
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、
騎
西

町
、
北
川
辺
町
」
を
削
る
。

別
表
第
七
十
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲

町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
七
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、
騎
西

町
」
を
削
る
。

別
表
第
七
十
八
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」及
び「
、

菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根

町
」
及
び
「
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大

利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
市
町
村
の
欄
及
び

同
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第

七
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を

削
る
。

別
表
第
八
十
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、

菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺

町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
八
十
九
項
市
町
村
の
欄
及
び
同
表
第
九
十
項
市
町
村
の
欄
中「
、
騎
西
町
」を
削
る
。

別
表
第
九
十
一
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
表
第
九
十
二
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
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各
市
町
村
（
さ
い
た
ま
市
及
び
川
越
市
を
除
く
。
）

騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
九
十
三
項
第
三
号
市
町
村
の
欄
中
「
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
九
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
、
騎
西
町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
」
及
び
「
、
菖
蒲

町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
九
十
七
項
市
町
村
の
欄
中
「
所
沢
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、
騎
西

町
、
北
川
辺
町
、
大
利
根
町
、
栗
橋
町
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

別
表
第
百
三
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
桶
川
市
」
の
下
に
「
、
久
喜
市
」
を
加
え
、
「
、

騎
西
町
」
及
び
「
、
菖
蒲
町
」
を
削
る
。

別
表
第
百
六
項
第
八
号
市
町
村
の
欄
中
「
所
沢
市
」
の
下
に
「
、
加
須
市
」
を
加
え
、
「
、

騎
西
町
」
を
削
る
。

第
四
条

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
神
川
町
」
を
「
美
里

町
、
神
川
町
、
上
里
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
項
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十
四
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
島
町
」
の
下
に
「
、
皆
野
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
十
八
項
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
の
下
に
「
、
川
口
市
」
を
加
え
、
「
上
尾
市
」

を
「
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
」
に
改
め
、
「
鳩
ケ
谷
市
」
の
下
に
「
、
朝
霞
市
」
を
加
え
、

「
毛
呂
山
町
」
を
「
三
芳
町
、
毛
呂
山
町
、
越
生
町
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
を
「
川
越
市
、
熊
谷
市
」
に
、
「
上
尾
市
」
を

「
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
」
に
改
め
、
「
富
士
見
市
」
の
下
に
「
、
三
郷
市
」
を
加
え
、

「
毛
呂
山
町
」
を
「
三
芳
町
、
毛
呂
山
町
、
越
生
町
」
に
改
め
、
「
寄
居
町
」
の
下
に
「
、
宮

代
町
、
白
岡
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
戸
田
市
」
の
下
に
「
、
入
間
市
」
を
、
「
坂
戸
市
」
の

下
に
「
、
幸
手
市
」
を
、
「
日
高
市
」
の
下
に
「
、
ふ
じ
み
野
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
十
三
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
熊
谷
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
十
三
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
及
び
越
谷
市
」
を
「
、
越
谷
市
、
入
間
市
、
新

座
市
及
び
三
郷
市
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
上
尾
市
」
の
下
に
「
、
入
間
市
、

新
座
市
、
三
郷
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
十
七
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
熊
谷
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
十
三
項
市
町
村
の
欄
中
「
入
間
市
」
を
「
秩
父
市
、
入
間
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
十
六
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
法
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
書
類
の
受
理
、
送
付
そ

の
他
の
行
為

さ
い
た
ま
市

別
表
第
四
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
熊
谷
市
」
を
、
「
鴻
巣
市
」
の

下
に
「
、
深
谷
市
」
を
、
「
戸
田
市
」
の
下
に
「
、
入
間
市
」
を
、
「
吉
川
市
」
の
下
に
「
、

ふ
じ
み
野
市
」
を
、
「
滑
川
町
」
の
下
に
「
、
嵐
山
町
」
を
、
「
吉
見
町
」
の
下
に
「
、
鳩
山

町
」
を
、
「
小
鹿
野
町
」
の
下
に
「
、
神
川
町
、
上
里
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
十
一
項
市
町
村
の
欄
中
「
神
川
町
」
の
下
に
「
、
上
里
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
十
二
項
事
務
の
欄
中
「
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
」
の
下
に
「
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。」
を
加
え
、
「
同
法
第
十
四
条
」
を
「
法
第
十
四
条
」
に

改
め
、
同
項
市
町
村
の
欄
中
「
川
口
市
」
を
「
熊
谷
市
、
川
口
市
」
に
改
め
、
「
春
日
部
市
」

の
下
に
「
、
越
谷
市
」
を
加
え
、
同
項
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

１

法
第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

２

法
第
二
十
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収
及

び
立
入
検
査

３

法
第
二
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

４

法
第
二
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
示

さ
い
た
ま
市

別
表
第
五
十
七
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
草
加
市
」
の
下
に
「
、
戸
田
市
」
を
、
「
鳩
ケ

谷
市
」
の
下
に
「
、
朝
霞
市
」
を
、
「
越
生
町
」
の
下
に
「
、
滑
川
町
」
を
、
「
川
島
町
」
の

下
に
「
、
吉
見
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
十
九
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
口
市
」
を
「
熊
谷
市
、
川
口
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
十
四
項
第
四
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
中
「
ふ
じ
み
野
市
」

の
下
に
「
、
滑
川
町
」
を
加
え
、
同
項
第
六
号
市
町
村
の
欄
中
「
越
生
町
」
の
下
に
「
、
滑
川

町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
十
五
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
、
同
項
第
五
号
市
町
村

の
欄
、
同
項
第
六
号
市
町
村
の
欄
及
び
同
項
第
七
号
市
町
村
の
欄
中
「
越
生
町
」
の
下
に
「
、

－７－
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各
市
町
村

滑
川
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
十
三
項
市
町
村
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
七
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
ふ
じ
み
野
市
」
の
下
に
「
、
嵐
山
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
十
五
項
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
の
下
に
「
、
飯
能
市
」
を
、
「
北
本
市
」
の

下
に
「
、
三
郷
市
」
を
、
「
横
瀬
町
」
の
下
に
「
、
上
里
町
、
杉
戸
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
七
十
八
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
越
生
町
」
の
下
に
「
、
滑
川
町
」
を
加
え
、
同

項
第
四
号
市
町
村
の
欄
中
「
戸
田
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
、
「
新
座
市
」
の
下
に
「
、

桶
川
市
」
を
、
「
八
潮
市
」
の
下
に
「
、
蓮
田
市
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
市
町
村
の
欄
中
「
入

間
市
」
の
下
に
「
、
鳩
ケ
谷
市
」
を
、
「
新
座
市
」
の
下
に
「
、
桶
川
市
」
を
、
「
三
郷
市
」

の
下
に
「
、
蓮
田
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
八
十
項
第
二
号
市
町
村
の
欄
中
「
秩
父
市
」
を
「
熊
谷
市
、
秩
父
市
、
飯
能
市
」
に

改
め
、
「
日
高
市
」
の
下
に
「
、
ふ
じ
み
野
市
」
を
、
「
三
芳
町
」
の
下
に
「
、
嵐
山
町
」
を

加
え
る
。

別
表
第
八
十
二
項
市
町
村
の
欄
中
「
上
尾
市
」
の
下
に
「
、
入
間
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
八
十
四
項
市
町
村
の
欄
中
「
朝
霞
市
」
を
「
秩
父
市
、
鳩
ケ
谷
市
、
朝
霞
市
」
に
、

「
久
喜
市
」
を
「
桶
川
市
、
久
喜
市
、
八
潮
市
」
に
改
め
る
。

別
表
第
八
十
五
項
第
一
号
事
務
の
欄
中
「
掲
げ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
介
護
老
人
保
健
施
設

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
欄
５
中
「
及
び
第
百
十
五
条
の
五
」
を
「
、
第
百
十

五
条
の
五
並
び
に
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、

同
欄
６
中
「
及
び
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
」
を
「
、
第
百
十
五
条
の
八
第
一
項
及
び
第
百
十

五
条
の
三
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
及
び
第
百
十
五
条
の
八
第
二
項
」
を
「
、
第

百
十
五
条
の
八
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
８
中
「
及
び
第

百
十
五
条
の
八
第
三
項
」
を
「
、
第
百
十
五
条
の
八
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
三

項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
及
び
第
百
十
五
条
の
十
」
を
「
、
第
百
十
五
条
の
十
及
び
第
百
十

五
条
の
三
十
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
１３
を
同
欄
１５
と
し
、
同
欄
１２
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

１３

法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
出
頭
の
要
求
及
び
立
入
検
査

１４

法
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

別
表
第
八
十
五
項
第
二
号
事
務
の
欄
中
「
も
の
」
の
下
に
「
（
介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
１１
を
１４
と
し
、
１０
を
１１
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。１２

法
第
百
十
五
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
、
出
頭
の
要
求
及
び
立
入
検
査

１３

法
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

別
表
第
八
十
五
項
第
二
号
事
務
の
欄
９
中
「
及
び
第
百
四
条
の
二
」
を
「
、
第
百
四
条
の
二

及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
四
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
を
同
欄
１０
と
し
、
同
欄
８
中
「
第
百

三
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
二
項
」
を
加
え
、
同
欄
８
を
同
欄
９

と
し
、
同
欄
７
中
「
第
百
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
一
項
」
を

加
え
、
同
欄
７
を
同
欄
８
と
し
、
同
欄
６
中
「
及
び
第
百
三
条
第
三
項
」
を
「
、
第
百
三
条
第

三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
三
十
四
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
６
を
同
欄
７
と
し
、
同
欄
中
５
を

６
と
し
、
同
欄
４
中
「
並
び
に
第
百
五
条
」
を
「
、
法
第
百
五
条
」
に
改
め
、
「
第
十
五
条
第

三
項
」
の
下
に
「
並
び
に
法
第
百
十
五
条
の
三
十
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
及
び
第
四
項
」

を
加
え
、
同
欄
４
を
同
欄
５
と
し
、
同
欄
中
３
を
４
と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同

欄
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
及
び
質
問

別
表
第
八
十
九
項
市
町
村
の
欄
中
「
北
本
市
」
の
下
に
「
、
八
潮
市
」
を
加
え
る
。

別
表
第
九
十
二
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
島
町
」
の
下
に
「
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
と

き
が
わ
町
」
を
、
「
東
秩
父
村
」
の
下
に
「
、
美
里
町
、
神
川
町
」
を
加
え
る
。

別
表
第
百
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
熊
谷
市
」
を
加
え
る
。

別
表
中
第
百
九
項
を
第
百
十
項
と
し
、
第
百
八
項
を
第
百
九
項
と
し
、
第
百
七
項
を
第
百
八

項
と
す
る
。

別
表
第
百
六
項
第
八
号
市
町
村
の
欄
中
「
熊
谷
市
」
を
「
川
越
市
、
熊
谷
市
」
に
改
め
、
「
所

沢
市
」
の
下
に
「
、
飯
能
市
」
を
、
「
越
生
町
」
の
下
に
「
、
嵐
山
町
、
川
島
町
、
吉
見
町
」

を
加
え
、
同
項
を
同
表
第
百
七
項
と
す
る
。

別
表
第
百
五
項
第
一
号
市
町
村
の
欄
中
「
川
越
市
」
の
下
に
「
、
熊
谷
市
」
を
加
え
、
同
項

を
同
表
第
百
六
項
と
し
、同
表
中
第
百
四
項
を
第
百
五
項
と
し
、第
百
三
項
を
第
百
四
項
と
し
、

第
百
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１０３

埼
玉
県
土
採
取
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い
う
。）
及
び
条

例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲

げ
る
も
の
（
一
の
市
町
村
の
区
域
に
属
す
る
土
採
取
場
に
係

る
も
の
に
限
る
。）

東
松
山
市

－８－
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１

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
可

２

条
例
第
三
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三

項
、
第
十
一
条
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
の
受
理

３

条
例
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
命
令

４

条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
取
消
し
及
び

命
令

５

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
条
件
の
付
与

６

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
収

及
び
立
入
検
査

７

１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
条
例
の
施
行

に
係
る
事
務
の
う
ち
規
則
に
基
づ
く
事
務
で
あ
っ
て
別

に
規
則
で
定
め
る
も
の

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
二
条
の
規
定

平
成
二
十
二
年
一
月
一
日

三

第
三
条
の
規
定

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日

（
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
廃
止
）

２

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３

こ
の
条
例
（
附
則
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
。

以
下
同
じ
。）
の
施
行
の
際
改
正
後
の
別
表
の
事
務
の
欄
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の

法
令
、
条
例
若
し
く
は
規
則
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
し
た
処

分
そ
の
他
の
行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。）
前
に
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為

で
、
施
行
日
に
同
表
の
市
町
村
の
欄
に
掲
げ
る
市
町
村
の
長
が
管
理
し
及
び
執
行
す
る
こ
と
と

な
る
事
務
に
係
る
も
の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
等
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町

村
の
長
の
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
当
該
市
町
村
の
長
に
対
し
て
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の

行
為
と
み
な
す
。

久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
三
号

久
喜
市
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
埼
玉
県
保
健
所
条
例
及
び
埼
玉
県
県
税
事
務
所
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
栗
橋
町
、」
及
び
「
、
鷲
宮
町
」
を
削
る
。

一

埼
玉
県
保
健
所
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
一
項
の
表
埼
玉
県

幸
手
保
健
所
の
項
所
管
区
域
の
欄

二

埼
玉
県
県
税
事
務
所
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）
本
則
の
表
埼
玉
県

春
日
部
県
税
事
務
所
の
項
所
管
区
域
の
欄

（
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
の
表
埼
玉
県
立
菖
蒲
高
等
学
校
の
項
中
「
南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
」
を
「
久
喜
市
」
に
改

め
、
同
表
埼
玉
県
立
栗
橋
高
等
学
校
の
項
中
「
北
�
飾
郡
栗
橋
町
」
を
「
久
喜
市
」
に
改
め
、

同
表
埼
玉
県
立
鷲
宮
高
等
学
校
の
項
中
「
北
�
飾
郡
鷲
宮
町
」
を
「
久
喜
市
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

埼
玉
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
の
表
給
水
対
象
の
欄
中
「
、
白
岡
町
及
び
菖
蒲
町
、
北
�
飾
郡
栗
橋
町
、
鷲

宮
町
及
び
杉
戸
町
」
を
「
及
び
白
岡
町
、
北
�
飾
郡
杉
戸
町
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

埼
玉
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
の
表
古
利
根
川
流
域
下
水
道
の
項
中
「
、
北
埼
玉
郡
大
利
根
町
、
南
埼
玉
郡
菖
蒲
町

並
び
に
北
�
飾
郡
栗
橋
町
及
び
鷲
宮
町
」
を
「
及
び
北
埼
玉
郡
大
利
根
町
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

埼
玉
県
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
二
号
）

－９－
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の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
三
項
の
表
埼
玉
県
埼
�
北
福
祉
保
健
総
合
セ
ン
タ
ー
の
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
栗

橋
町
、
鷲
宮
町
、」
を
削
る
。

（
埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

埼
玉
県
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
の
表
の
改
正
規
定
中
「
南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
」
及
び
「
北
�
飾
郡
栗
橋
町
」
を
「
久
喜

市
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号

埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例

（
埼
玉
県
立
大
学
条
例
の
廃
止
）

第
一
条

埼
玉
県
立
大
学
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
等
職
員
」
を
「
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
若
し
く

は
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
」
に
、
「
同
条
第

七
項
」
を
「
第
八
条
第
七
項
」
に
、
「
又
は
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
等
職
員
」
を
「
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
職
員
又

は
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
」
に
改
め
、
同
項

第
十
九
号
を
同
項
第
二
十
一
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
九

第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
同
項
に
規
定
す
る
特

定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

二
十

第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

役
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間

第
七
条
の
四
第
二
項
中
「
第
十
九
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
五
項
た
だ
し
書
中
「
基
準
を
い
う
。」
の
下
に「
第
十
一
条
の
二
第
一
項
を
除
き
、」

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等

か
ら
復
帰
し
た
職
員
等
の
在
職
期
間
の
計
算
）
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

第
十
一
条
の
二

職
員
の
う
ち
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
引

き
続
い
て
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
で
、
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準
（
地
方
独
立
行
政
法
人

法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
準
を

い
う
。）
に
お
い
て
、
職
員
が
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要
請
に
応
じ
、
退

職
手
当
を
支
給
さ
れ
な
い
で
、
引
き
続
い
て
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
な
つ

た
場
合
に
、
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
を
当
該
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
の

勤
続
期
間
に
通
算
す
る
こ
と
と
定
め
て
い
る
も
の
の
役
員
（
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
「
特
定
一
般
地
方
独

立
行
政
法
人
役
員
」
と
い
う
。）
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
引
き
続
き
特
定
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
始

期
か
ら
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間
は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い

た
在
職
期
間
と
み
な
す
。

２

特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
が
、
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
要
請
に
応
じ
、
引

き
続
い
て
職
員
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け
る

そ
の
者
の
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に
は
、
そ
の

者
の
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
を
含
む
も
の
と

す
る
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
け
る
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
つ

い
て
は
、
第
八
条
（
第
五
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。）
の
規
定
を
準
用
し
て
計
算
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

職
員
が
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
、
か
つ
、
引
き
続
い
て
特

定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
な
つ
た
場
合
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
職

員
が
退
職
し
、
か
つ
、
引
き
続
い
て
特
定
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
役
員
と
な
つ
た
場
合
に

－１０－
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お
い
て
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
を
「
並
び
に
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
実
施
機
関
の
職
員
」

の
下
に「（
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
、
役
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
号
ハ
中「（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」を
削
る
。

第
二
十
条
中
「
が
定
め
る
」
を
「
又
は
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
が
定
め
る
」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
異
議
申
立
て
）

第
二
十
一
条
の
二

県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
が
し
た
開
示
決
定
等
又
は
当
該
地
方

独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
開
示
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
当
該
地

方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ

る
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
中「（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」を
削
る
。

附
則
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
の
成
立
前
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
実
施
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
請
求
そ
の
他
の
行
為
で
、
当
該

成
立
に
よ
り
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
引
き
継
が
れ
る
公
文
書
に
係
る
も
の
は
、
当
該
成

立
後
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為

又
は
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
請
求
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六

年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
県
の
機
関
」
を
「
県
の
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
県
の
機
関
」
を
「
県
の
機
関
等
」
に
、
「
又
は
こ
れ
ら
に
置
か
れ
る
機

関
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
置
か
れ
る
機
関
又
は
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地

方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独

立
行
政
法
人
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
又
は
警
察
本

部
長
」
を
「
若
し
く
は
警
察
本
部
長
又
は
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
」
に
改
め
、
同

条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
規
定
中
「
県
の
機
関
」
を
「
県
の
機
関
等
」
に
改
め
る
。

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
条
中
「
県
の

機
関
」
を
「
県
の
機
関
等
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
四
十
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
を
い
う
」
を
「
並
び
に
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行

政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
い
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
実
施
機
関
の
職
員
」

の
下
に「（
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
に
あ
っ
て
は
、
役
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）」

を
加
え
る
。

第
六
条
第
二
項
第
三
号
中
「
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」を
削
る
。

第
四
章
第
四
節
中
第
四
十
一
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
異
議
申
立
て
）

第
四
十
条
の
二

県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
が
し
た
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定
等
若

し
く
は
利
用
停
止
決
定
等
又
は
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
開
示
請
求
、
訂
正
請
求

若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
当
該
地
方
独
立
行

政
法
人
に
対
し
、
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
異
議
申

立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
一
条
中「（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）」を
削
る
。

附
則
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

県
が
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
の
成
立
前
に
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
が

し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
実
施
機
関
に
対
し
て
さ
れ
た
請
求
そ
の
他
の
行
為
で
、
当
該

成
立
に
よ
り
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
引
き
継
が
れ
る
保
有
個
人
情
報
に
係
る
も
の
は
、

当
該
成
立
後
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
が
し
た
処
分
そ
の
他

の
行
為
又
は
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
に
対
し
て
さ
れ
た
請
求
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

－１１－
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
別
表
第
四
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
別
表
第
五
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
条
第
三
項
中「（
埼
玉
県
立
大
学
の
学
長
（
以
下
「
学
長
」
と
い
う
。）

の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）」を
削
り
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
四
条
第
四
項
中「（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）」を
削
り
、
同
条
第
五
項
中「（
学
長

の
職
に
あ
る
職
員
が
学
長
の
職
か
ら
他
の
職
に
移
つ
た
場
合
を
含
む
。）」を
削
り
、
同
条
第
六

項
中
「（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）」を
削
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、

指
定
管
理
職
員
に
あ
つ
て
は
」
及
び
「
、
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
額
の
う
ち

最
高
の
も
の
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
」を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中「
そ
れ
ぞ
れ
」

を
削
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
）
に
あ
つ
て

は
」
を
「
）
に
あ
つ
て
は
、」
に
改
め
、
「
、
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
六
十
五
、
十
二
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
八

十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
」を
削
り
、
同
条
第
五
項
中「
職
員（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）

で
」
及
び
「
も
の
並
び
に
学
長
の
職
に
あ
る
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当

該
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

職
員
に
あ
つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当

の
月
額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
七
十
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分

の
九
十
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

第
十
九
条
の
六
中
第
一
項
を
削
り
、
第
二
項
を
第
一
項
と
し
、
第
三
項
を
第
二
項
と
す
る
。

別
表
第
三
を
削
り
、
別
表
第
四
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
五
を
別
表
第
四
と
す
る
。

（
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
改
正
）

３

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
大
学
、」
を
削
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
県
立
の
大
学
の
学
校
医
等
に
つ
い
て
は
知
事
、
そ
の
他
の
学
校
の

学
校
医
等
に
つ
い
て
は
」
を
削
り
、
「
実
施
機
関
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
実
施
機
関
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
実
施
機
関
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
五
条
た
だ
し
書
中
「
規
則
（
県
立
の
大
学
以
外
の
学
校
の
学
校
医
等
に
あ
つ
て
は
、
埼
玉

県
教
育
委
員
会
規
則
。
以
下
同
じ
」
を
「
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
教
育
委
員
会
規

則
」
と
い
う
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
六
条
第
二
項
中
「
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」
に

改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
実

施
機
関
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
規
則
」
を
「
教

育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
第
四
号
中
「
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
中
「
実
施
機
関
」
を
「
教
育
委
員
会
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
中
「
規
則
」
を
「
教
育
委
員
会
規
則
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
の
表
第
三
条
第
四
項
の
項
を
削
る
。

第
十
九
条
の
表
第
五
条
第
四
項
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条
第
四
項

相
当
す
る
額

相
当
す
る
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た

額

第
二
十
条
の
表
第
四
条
第
三
項
の
項
中
「
額
と
」
を
「
額
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削

る
。第

二
十
六
条
の
表
第
三
条
第
四
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
十
九
条
の
六
第
三
項
の
項
中
「
第

十
九
条
の
六
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

－１２－
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一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
に
一
か
ら
の
各
整
数
を
順
次
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
を
加
え
た
額
の
い
ず

れ
か
」
を
「
を
加
え
た
額
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
給
与
条
例
」
を
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉

県
条
例
第
十
九
号
。
次
項
並
び
に
附
則
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」

と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
十
九
条
の

六
第
二
項
」
を
「
及
び
第
十
九
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
給
与
条
例
第
十
六
条
の
二
第

二
項
及
び
第
十
九
条
の
六
第
二
項
中
「
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
職
員
及
び

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定

め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
と
」
を
削
り
、
「
百
分
の
百
六
十
五
」
の
下
に
「
」
と
、
給
与
条
例

第
十
九
条
の
六
第
一
項
中
「
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
職
員
及
び
一
般
職
の

任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用

さ
れ
た
職
員
」
を
加
え
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

６

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
に
一
か
ら
の
各
整
数
を
順
次
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
を
加
え
た
額
の
い
ず

れ
か
に
相
当
す
る
額（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。

以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
別
表
第
三
大
学
職
給
料
表
の
四
級
特
号
給
の
額
未
満
の
額
に

限
る
。）
又
は
給
与
条
例
別
表
第
三
大
学
職
給
料
表
の
四
級
特
号
給
の
額
」
を
「
を
加
え
た
額
」

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
給
与
条
例
第
三
条
」
を
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七

年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
。
次
項
に
お
い
て
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
条
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
第
十
九
条
の
六
第
二
項
」
を
「
及
び
第

十
九
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
給
与
条
例
第
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
九
条
の
六

第
二
項
中
「
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の

採
用
等
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」

と
」
を
削
り
、
「
百
分
の
百
六
十
五
」
の
下
に
「
」
と
、
給
与
条
例
第
十
九
条
の
六
第
一
項
中

「
指
定
管
理
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
職
員
及
び
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に

関
す
る
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
」
を
加
え
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

７

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
別
表
第
四
大
学
職
給
料
表
の
項
を
削
る
。

（
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

８

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中
「
並
び
に
第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
、
第
十
一
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
並
び
に
第
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
十
九
号
ま
で
」
の
下
に
「
及

び
第
二
十
一
号
」
を
加
え
る
。

（
埼
玉
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
）

９

埼
玉
県
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す

る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
ロ
中
「
機
関
」
の
下
に
「
（
ロ
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
号
ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
県
の
機
関
等

第
二
条
第
九
号
中「（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）」を
削
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

１０

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
六
項
中
「
埼
玉
県
立
大
学
の
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
、」
を
削
る
。

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
重
要
な
財
産
を
定
め
る
条
例

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
予
定
価
格
（
適
正
な
対
価
を
得
て

す
る
売
払
い
以
外
の
方
法
に
よ
り
譲
渡
し
、
又
は
担
保
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

－１３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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適
正
な
見
積
価
格
）
が
七
千
万
円
以
上
の
不
動
産
（
信
託
に
係
る
も
の
を
除
き
、
土
地
に
つ
い
て

は
そ
の
面
積
が
一
件
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。）
若
し
く
は
動
産
又
は
不
動
産

の
信
託
の
受
益
権
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組
織
を
定
め
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
六
号

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
へ
の
職
員
の
引
継
ぎ
に
係
る
県
の
内
部
組
織
を
定
め
る
条

例

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学
に
係
る
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
県
の
内
部
組
織
は
、
埼
玉
県
立
大
学
条
例
を
廃
止
す

る
等
の
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
埼

玉
県
立
大
学
条
例
（
平
成
十
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
一
条
の
埼
玉
県
立
大
学
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震
化
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
七
号

埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震
化
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

災
害
時
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
災
害
拠
点
病
院
等
の
医
療
施
設
の
耐
震
化
を
図
る
た

め
に
実
施
す
る
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
医
療
施
設
耐
震

化
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
五
条

基
金
は
、
災
害
時
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
災
害
拠
点
病
院
等
の
医
療
施
設
の
耐
震
化

を
図
る
た
め
に
実
施
す
る
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ

を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
八
号

埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

地
域
医
療
に
係
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
県
が
策
定
す
る
地
域
医
療
再
生
計
画
に
基

づ
く
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
地
域
医
療
再
生
基
金
（
以

下
「
基
金
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

－１４－
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算
で
定
め
る
額
と
す
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
処
分
）

第
五
条

基
金
は
、
地
域
医
療
に
係
る
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
県
が
策
定
す
る
地
域
医
療
再
生

計
画
に
基
づ
く
事
業
の
推
進
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、
こ
れ
を
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
六
十
九
号

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
（
昭
和
六
十
二
年
埼
玉
県
条
例

第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中「
第
二
項
」

を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
中
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
一
項

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

令
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
規
程
で
定
め
る
率
は
、
法
第
百
三
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告
の
日
の
翌
日
に
お
け
る
財
政
融
資
資
金
（
財
政
融
資
資
金
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
の
財
政
融
資
資
金
を
い
う
。）
の
貸
付
利
率
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
条
件
に
よ
る
貸
付
け
の
利
率
（
当
該
利
率
が
年
六
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
と
き
は
、

年
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

一

貸
付
期
間
が
五
年
以
内
で
あ
る
こ
と
。

二

償
還
方
法
が
満
期
一
括
償
還
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
そ
の
納
付
の
日
」
の
下
に
「
の
翌
日
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
五

百
円
」
を
「
千
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
七
十
号

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
が
経
営
す
る
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に
関
し

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
）

第
二
条

県
は
、
良
好
な
水
環
境
の
確
保
と
県
民
の
安
全
で
快
適
な
生
活
に
資
す
る
た
め
、
流
域

下
水
道
事
業
を
設
置
す
る
。

２

法
第
二
条
第
三
項
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
に
法
の
規
定
の
全
部
を
適
用
す
る
。

３

流
域
下
水
道
事
業
と
し
て
行
う
事
業
は
、
下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
条
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
流
域
下
水
道
（
第
四
条
に
お
い
て
「
流
域
下
水
道
」
と
い
う
。）

の
設
置
、
改
築
、
修
繕
、
維
持
そ
の
他
の
管
理
と
す
る
。

（
経
営
の
基
本
方
針
）

第
三
条

流
域
下
水
道
事
業
は
、
常
に
企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
公
共
の
福
祉
を

増
進
す
る
よ
う
に
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

－１５－
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（
流
域
下
水
道
の
名
称
等
）

第
四
条

流
域
下
水
道
の
名
称
及
び
下
水
道
法
第
六
条
第
四
号
に
規
定
す
る
流
域
関
連
公
共
下
水

道
の
処
理
区
域
の
存
す
る
市
町
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

流
域
下
水
道
の
名
称

流
域
関
連
公
共
下
水
道
の
処
理
区
域
の
存
す
る
市
町

荒
川
左
岸
南
部
流
域
下
水
道

さ
い
た
ま
市
、
川
口
市
、
上
尾
市
、
蕨
市
、
戸
田
市

及
び
鳩
ケ
谷
市

荒
川
左
岸
北
部
流
域
下
水
道

熊
谷
市
、
行
田
市
、
鴻
巣
市
、
桶
川
市
及
び
北
本
市

荒
川
右
岸
流
域
下
水
道

川
越
市
、
所
沢
市
、
狭
山
市
、
入
間
市
、
朝
霞
市
、

志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
富
士
見
市
、
ふ
じ
み

野
市
、
入
間
郡
三
芳
町
並
び
に
比
企
郡
川
島
町
及
び

吉
見
町

中
川
流
域
下
水
道

さ
い
た
ま
市
、
川
口
市
、
春
日
部
市
、
草
加
市
、
越

谷
市
、
八
潮
市
、
三
郷
市
、
�
田
市
、
幸
手
市
、
吉

川
市
、
北
足
立
郡
伊
奈
町
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
及
び

白
岡
町
並
び
に
北
�
飾
郡
杉
戸
町
及
び
松
伏
町

古
利
根
川
流
域
下
水
道

久
喜
市
及
び
北
埼
玉
郡
大
利
根
町

荒
川
上
流
流
域
下
水
道

深
谷
市
及
び
大
里
郡
寄
居
町

市
野
川
流
域
下
水
道

比
企
郡
滑
川
町
、
嵐
山
町
及
び
小
川
町

利
根
川
右
岸
流
域
下
水
道

本
庄
市
並
び
に
児
玉
郡
美
里
町
、
神
川
町
及
び
上
里

町

（
組
織
）

第
五
条

法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
の
管
理
者（
第
九
条
に
お
い
て「
下

水
道
事
業
管
理
者
」
と
い
う
。）
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
下
水
道
局
を

設
置
す
る
。

（
重
要
な
資
産
の
取
得
及
び
処
分
）

第
六
条

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
予
算
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
流
域
下
水
道

事
業
の
用
に
供
す
る
資
産
の
取
得
及
び
処
分
は
、
予
定
価
格
（
適
正
な
対
価
を
得
て
す
る
売
払

い
以
外
の
方
法
に
よ
る
譲
渡
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
適
正
な
見
積
価
格
）
が
七
千
万
円
以
上
の
不

動
産
若
し
く
は
動
産
の
買
入
れ
若
し
く
は
譲
渡
（
不
動
産
の
信
託
の
場
合
を
除
き
、
土
地
に
つ

い
て
は
、
そ
の
面
積
が
一
件
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
又
は

不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
の
買
入
れ
若
し
く
は
譲
渡
と
す
る
。

（
議
会
の
同
意
を
要
す
る
賠
償
責
任
の
免
除
）

第
七
条

法
第
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
地
方
自
治
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員

の
賠
償
責
任
の
免
除
に
つ
い
て
議
会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
賠
償
責

任
に
係
る
賠
償
額
が
十
万
円
以
上
で
あ
る
場
合
と
す
る
。

（
議
会
の
議
決
を
要
す
る
負
担
付
き
の
寄
附
の
受
領
等
）

第
八
条

流
域
下
水
道
事
業
の
業
務
に
関
し
、
法
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定

め
る
も
の
は
、
負
担
付
き
の
寄
附
又
は
贈
与
の
受
領
で
そ
の
金
額
又
は
そ
の
目
的
物
の
価
格
が

七
千
万
円
以
上
の
も
の
及
び
法
律
上
県
の
義
務
に
属
す
る
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
で
当
該
決

定
に
係
る
金
額
が
百
万
円
以
上
の
も
の
と
す
る
。

（
業
務
状
況
説
明
書
類
の
提
出
）

第
九
条

下
水
道
事
業
管
理
者
は
、
流
域
下
水
道
事
業
に
関
し
、
法
第
四
十
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
毎
事
業
年
度
、
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る

書
類
を
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
業
務
の
状
況
を
説
明

す
る
書
類
を
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
業
務
の
状
況
を
説
明
す
る
書
類
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

十
月
三
十
一
日
ま
で
に
提
出
す
る
書
類
に
お
い
て
は
前
事
業
年
度
の
決
算
の
状
況
を
、
五
月
三

十
一
日
ま
で
に
提
出
す
る
書
類
に
お
い
て
は
同
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
予
算
の
概
要
及
び

事
業
の
経
営
方
針
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
の
概
要

二

経
理
の
状
況

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
流
域
下
水
道
事
業
の
経
営
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

下
水
道
事
業
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項

３

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
故
に
よ
り
、
第
一
項
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
同
項
の
業
務
の

状
況
を
説
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
下
水
道
事
業

管
理
者
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
条
例
及
び
埼
玉
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
の
廃
止
）

－１６－
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２

次
に
掲
げ
る
条
例
は
、
廃
止
す
る
。

一

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
特
別
会
計
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）

二

埼
玉
県
流
域
下
水
道
設
置
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
五
号
）

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
、
病
院
事
業
管
理
者
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
管
理
者
」
を
加
え
、

第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

下
水
道
事
業
管
理
者

月
額

九
十
三
万
七
千
円

第
二
条
第
一
項
中
「
病
院
事
業
管
理
者
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
管
理
者
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

下
水
道
事
業
管
理
者

百
分
の
三
十
四

第
五
条
第
一
項
中
「
又
は
病
院
事
業
管
理
者
」
を
「
、
病
院
事
業
管
理
者
又
は
下
水
道
事
業

管
理
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
常
勤
の
監
査
委
員
の
項
及

び
同
表
の
備
考
二
中
「
病
院
事
業
管
理
者
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
管
理
者
」
を
加
え
る
。

（
埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
等
の
一
部
改
正
）

４

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
病
院
事
業
管
理
者
」
の
下
に
「
、
下
水
道
事
業
管
理
者
」
を

加
え
る
。

一

埼
玉
県
行
政
手
続
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
第
二
条
第
五
号

二

埼
玉
県
子
ど
も
の
権
利
擁
護
委
員
会
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第

二
条
第
二
項

三

埼
玉
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年

埼
玉
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
条
第
三
号
及
び
第
四
号

（
埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正
）

５

埼
玉
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
病
院
事
業
管
理
者
」
を
「
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
下
水
道
事
業

管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
又
は
病
院
事
業
管
理
者
」
を
「
、
病
院
事
業
管
理
者
若
し
く
は
下
水
道
事
業

管
理
者
」
に
改
め
る
。

（
埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
）

６

埼
玉
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
及
び
病
院
事
業
管
理
者
」
を
「
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び
下
水
道
事
業

管
理
者
」
に
改
め
る
。

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
七
十
一
号

埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十

八
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
流
域
下
水
道
事
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
（
次
条
第
一
項
及

び
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
」
と
い
う
。）
の
給
与
の
種
類
及
び

基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
給
与
の
種
類
）

第
二
条

流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
で
常
時
勤
務
を
要
す
る
も
の
及
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。）
の
給
与
の
種
類
は
、
給
料
及
び
手
当
と
す
る
。

２

給
料
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
手
当
を
除
い
た
全
額

と
す
る
。

３

手
当
の
種
類
は
、
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
住
居
手
当
、

通
勤
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
、
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
退
職
手
当

と
す
る
。

（
給
料
表
）

第
三
条

給
料
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
職
務
の
種
類
に
応
じ
、
必
要
な
種
類
の
給
料
表
を
設
け
る

も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
給
料
表
は
、
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
趣
旨
に

従
っ
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
管
理
職
手
当
）

第
四
条

管
理
職
手
当
は
、
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
職
員
の
職
の
う
ち
、
そ
の
特
殊
性
に

基
づ
き
下
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い
う
。）
が
指
定
す
る
職
に
あ
る
職
員
（
第

十
四
条
及
び
第
十
五
条
に
お
い
て
「
指
定
管
理
職
員
」
と
い
う
。）
に
対
し
て
支
給
す
る
。

（
初
任
給
調
整
手
当
）

第
五
条

初
任
給
調
整
手
当
は
、
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ
る
欠
員
の
補
充

が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

（
扶
養
手
当
）

第
六
条

扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

２

前
項
の
扶
養
親
族
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
で
、
他
に
生
計
の
途
が
な
く
、
主
と
し
て
当
該
職

員
の
扶
養
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

一

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。）

二

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
及
び
孫

三

満
六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

四

満
二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

五

心
身
に
著
し
い
障
害
が
あ
る
者

（
地
域
手
当
）

第
七
条

地
域
手
当
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
民
間
の
賃
金
水
準
等
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め

る
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給
す
る
。
当
該
地
域
に
近
接
す
る
地
域
の
う
ち
民
間
の
賃
金
水

準
等
に
関
す
る
事
情
が
当
該
地
域
に
準
ず
る
地
域
に
所
在
す
る
公
署
で
管
理
者
が
定
め
る
も

の
に
在
勤
す
る
職
員
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
住
居
手
当
）

第
八
条

住
居
手
当
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

自
ら
居
住
す
る
た
め
住
宅
（
貸
間
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
借
り
受
け
、
家

賃
（
使
用
料
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）
を
支
払
っ
て
い
る
職
員
（
管
理
者
が
指
定

す
る
職
員
を
除
く
。）

二

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
で
、
配
偶
者
が
居
住
す
る
た

め
の
住
宅
（
管
理
者
が
指
定
す
る
住
宅
を
除
く
。）
を
借
り
受
け
、
家
賃
を
支
払
っ
て
い
る

も
の
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が

定
め
る
も
の

（
通
勤
手
当
）

第
九
条

通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
道
路
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
交
通

機
関
等
」
と
い
う
。）
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
又
は
料
金
（
同
号
に
お
い
て
「
運
賃
等
」
と

い
う
。）
を
負
担
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な
け
れ
ば
通
勤

す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
交
通
機
関
等
を
利
用
し
な

い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
も
の
及
び
同
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

二

通
勤
の
た
め
自
動
車
そ
の
他
の
交
通
の
用
具
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
自
動

車
等
」
と
い
う
。）
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ

ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
自
動
車
等
を
使
用

し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
同
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

三

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使

用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、
又
は
自
動
車
等
を
使
用
し
な

け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
交
通
機
関
等

を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場

合
の
通
勤
距
離
が
片
道
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

（
単
身
赴
任
手
当
）

第
十
条

公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
在
勤
す
る
公
署
の
移
転
に
伴
い
、
住
居
を
移
転
し
、
父
母

の
疾
病
そ
の
他
の
管
理
者
が
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
同
居
し
て
い
た
配
偶
者
と

別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
で
、
当
該
異
動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
前
の
住
居
か
ら
当
該
異

動
又
は
公
署
の
移
転
の
直
後
に
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し

て
管
理
者
が
定
め
る
基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
単
身
で
生

活
す
る
こ
と
を
常
況
と
す
る
職
員
に
は
、
単
身
赴
任
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
の

住
居
か
ら
在
勤
す
る
公
署
に
通
勤
す
る
こ
と
が
、
通
勤
距
離
等
を
考
慮
し
て
管
理
者
が
定
め
る

基
準
に
照
ら
し
て
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
特
殊
勤
務
手
当
）

第
十
一
条

特
殊
勤
務
手
当
は
、
著
し
く
危
険
、
不
快
、
不
健
康
又
は
困
難
な
勤
務
そ
の
他
著
し

く
特
殊
な
勤
務
で
、
給
与
上
特
別
の
考
慮
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
そ
の
特
殊
性
を
給
料
で
考
慮

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
従
事
す
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

（
時
間
外
勤
務
手
当
）

第
十
二
条

時
間
外
勤
務
手
当
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員

に
対
し
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。

－１８－
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２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
週
休
日
（
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な

い
日
を
い
う
。
第
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
振
替
に
よ
り
、
あ

ら
か
じ
め
割
り
振
ら
れ
た
一
週
間
の
正
規
の
勤
務
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
割
振
り
変

更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。）
を
超
え
て
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
対

し
て
、
割
振
り
変
更
前
の
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え
て
勤
務
し
た
全
時
間
（
管
理
者
が
別
に
定

め
る
時
間
を
除
く
。）
に
つ
い
て
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

（
休
日
勤
務
手
当
）

第
十
三
条

職
員
に
は
、正
規
の
勤
務
日
が
休
日
等
に
当
た
っ
て
も
、正
規
の
給
与
を
支
給
す
る
。

２

休
日
勤
務
手
当
は
、
休
日
等
に
お
い
て
正
規
の
勤
務
時
間
中
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ

た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
勤
務
し
た
全
時
間
に
つ
い
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
正
規
の
勤
務
時

間
外
に
勤
務
し
て
も
、
休
日
勤
務
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

３

前
二
項
の
休
日
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
日
を
い
う
。

一

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

及
び
年
末
年
始
の
休
日
（
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
同
法
に
規

定
す
る
休
日
を
除
く
。）
を
い
う
。）

二

前
号
に
掲
げ
る
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤

務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日

三

職
員
の
正
規
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
事
情
に
よ
り
、
第
一
号
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
管
理
者
の
指
定
す
る
日

（
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
）

第
十
四
条

管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必

要
に
よ
り
、
管
理
者
が
定
め
る
週
休
日
又
は
前
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
日
に

勤
務
し
た
指
定
管
理
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

（
時
間
外
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
除
外
）

第
十
五
条

第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、指
定
管
理
職
員
に
は
、適
用
し
な
い
。

（
期
末
手
当
）

第
十
六
条

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日

を
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
在
職
期
間
に
応
じ

て
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

（
勤
勉
手
当
）

第
十
七
条

勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日

を
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に

応
じ
て
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
）

第
十
八
条

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
地
方
公
共
団
体
の
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
任
期
付

職
員
（
第
二
十
五
条
に
お
い
て
「
特
定
任
期
付
職
員
」
と
い
う
。）
の
う
ち
、
特
に
顕
著
な
業

績
を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

（
退
職
手
当
）

第
十
九
条

退
職
手
当
は
、
勤
続
期
間
六
箇
月
以
上
で
退
職
し
た
職
員
又
は
勤
続
期
間
六
箇
月
未

満
で
退
職
し
た
職
員
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
対
し
て
支
給
す
る
。

一

職
制
若
し
く
は
定
数
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
た
め
退

職
し
た
職
員

二

負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
そ
の
職
に
堪
え
ず
退
職
し
た
職
員

三

前
二
号
に
掲
げ
る
事
由
以
外
の
事
由
に
よ
り
本
人
の
意
に
反
し
て
退
職
し
た
職
員

四

在
職
中
に
死
亡
し
た
職
員

２

退
職
を
し
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
管
理
者
は
、
当
該
退
職
を

し
た
者
（
当
該
退
職
を
し
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
該
退
職
に
係
る
退
職
手
当
の
額
の
支

払
を
受
け
る
権
利
を
承
継
し
た
者
）
に
対
し
、
当
該
退
職
手
当
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し
な

い
こ
と
と
す
る
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
た
者

二

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該

当
す
る
場
合
を
除
く
。）
を
し
た
者

三

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
八
十
九

号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
該
当
し
退
職
さ
せ
ら
れ
た
者

３

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
十
八
号
）
第
十
二
条
、

第
十
三
条
及
び
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
（
同
条
第
六
項
を
除
く
。）
の
規
定
は
、
退

職
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
給
与
の
減
額
）

第
二
十
条

職
員
が
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
管
理
者
の
承
認
の
あ

っ
た
場
合
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
七
年
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）

の
規
定
に
準
じ
管
理
者
が
定
め
る
組
合
休
暇
に
つ
い
て
承
認
の
あ
っ
た
場
合
を
除
く
。）
を
除

－１９－
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則 

規 

く
ほ
か
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給

与
を
支
給
す
る
。

２

職
員
が
部
分
休
業
（
当
該
職
員
が
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す

る
た
め
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
（
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
に
限
る
。）
に
つ
い

て
勤
務
し
な
い
こ
と
を
い
う
。）
又
は
介
護
休
暇
（
当
該
職
員
が
配
偶
者
、
父
母
、
子
、
配
偶

者
の
父
母
そ
の
他
管
理
者
が
指
定
す
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
管
理
者
が
指
定
す

る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
の
介
護
を
す
る
た
め
、
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
い
う
。）
に
よ
り
、
管
理
者
の

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時

間
に
つ
き
、
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

（
休
職
者
の
給
与
）

第
二
十
一
条

職
員
が
休
職
に
さ
れ
た
と
き
は
、
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
給
与
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
育
児
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
の
給
与
）

第
二
十
二
条

職
員
が
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
者
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
そ
の
育
児
休
業
を
し
て
い

る
期
間
に
つ
い
て
は
、
給
与
を
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
臨
時
又
は
非
常
勤
職
員
の
給
与
）

第
二
十
三
条

流
域
下
水
道
事
業
企
業
職
員
で
職
員
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与
と

の
権
衡
を
考
慮
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
日
額
又
は
月
額
を
も
っ
て
給
与
を
支
給
す
る
。

（
再
任
用
職
員
等
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
）

第
二
十
四
条

第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員

法
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
十
八
条
の
六
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

２

第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関

す
る
法
律
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

（
特
定
任
期
付
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外
等
）

第
二
十
五
条

第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
十

七
条
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

２

第
十
四
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
は
、
特
定
任
期
付
職
員
が
、

臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
、
管
理
者
が
定
め
る
週
休
日
又

は
第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
日
に
お
い
て
勤
務
し
た
場
合
に
支
給
す

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
住
居
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

２

第
八
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
住
居
手
当
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十

七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
し
た
場
合
に
こ
の
条
例
の
施
行
の

日
前
か
ら
引
き
続
き
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一

年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

第
九
条
の
五
第
一
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
職
員
（
第
十
八
条
に
規
定
す
る
特
定
任

期
付
職
員
、
第
二
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
及
び
管
理
者
が
指
定
す
る
職

員
を
除
く
。）
に
対
し
て
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
支
給
す
る
。

（
埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

埼
玉
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
条
例

第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
規
定
す
る
病
院
事
業
」
の
下
に
「
又
は
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
流
域
下

水
道
事
業
」
を
加
え
る
。

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
百
十
二
号

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
五
中
「
農
地
保
有
合
理
化
法
人
」
を
「
農
地
保
有
合
理
化
法
人
等
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
表
八
十
の
五
号
及
び
八
十
の
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

－２０－
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課
税

還
付
税
額

非
課
税

６
１
特
定
株
式
等
譲
渡

所
得
割

課
税

還
付
税
額

非
課
税

八
十
の
五

更

正

配

当

割
決

定

過
少
申
告

通
知
書

株
式
等
譲
渡
所
得
割
不

申

告
加
算
金
決
定

重

（
納
額
告
知
書
）（
法
第
七
十
一
条
の
三
十
二
第
四
項

（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る

源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
（
以
下
「
源
泉
徴
収
選

択
口
座
内
配
当
等
」
と
い
う
。）
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
法
第
七
十
一
条
の
三
十
五
第
六
項
（
源
泉
徴

収
選
択
口
座
内
配
当
等
に
係
る
も
の
に
限
り
、
同
条
第

三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
後
に
そ

の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。）、
法
第

七
十
一
条
の
三
十
六
第
四
項
、
法
第
七
十
一
条
の
五
十

二
第
四
項
、
法
第
七
十
一
条
の
五
十
五
第
六
項
（
同
条

第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
後
に

そ
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及

び
法
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
四
項
の
通
知
書
）

別
記
様
式
第
八

十
号
の
五

八
十
の
六

配

当

割
の
期
限
後
申
告
に
係
る
不
申
告
加

株
式
等
譲
渡
所
得
割

算
金
決
定
通
知
書
（
納
額
通
知
書
）（
法
第
七
十
一
条

の
三
十
五
第
六
項
（
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等
に

係
る
も
の
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

申
告
書
の
提
出
期
限
後
に
そ
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に

係
る
も
の
に
限
る
。）
及
び
法
第
七
十
一
条
の
五
十
五

第
六
項
（
同
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
申
告
書
の

提
出
期
限
後
に
そ
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
係
る
も
の

に
限
る
。）
の
通
知
書
）

別
記
様
式
第
八

十
号
の
六

附
則
第
五
項
中
「
附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
二
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
附

則
第
六
項
中
「
附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
三
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
附
則
第

七
項
中
「
附
則
別
記
様
式
第
二
号
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
附
則
中
第
十
四
項

を
第
十
六
項
と
し
、
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
附
則
第
十
項
中

「
附
則
別
記
様
式
第
三
号
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
二
項
と

し
、
附
則
第
九
項
中
「
附
則
別
記
様
式
第
二
号
の
三
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、

同
項
を
附
則
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

１１

施
行
令
附
則
第
十
条
第
七
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
届
出
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式

第
八
号
と
す
る
。

附
則
第
八
項
中
「
第
七
十
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
七
十
条
の
八
第
二
項
」
に
、
「
附
則
別
記

様
式
第
二
号
の
二
」
を
「
附
則
別
記
様
式
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
九
項
と
し
、
附
則

第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
特
別
措
置
法
第
七
十
条
の
四
第
二
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
届
出
書
の
様
式
は
、
附
則
別
記
様
式
第
五
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
八
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
（
一
）
の
注
意
中
「法

」
を
「地

方
税
法

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
の
二
（
一
）
の
注
意
中
「第

６
条
の
１
０

」
を
「埼

玉
県
税
条
例
施
行
規

則
第
６
条
の
１
０

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
六
号
中
「法

第
３
７
条
の
３

」
を
「地

方
税
法
第
３
７
条
の
４

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
の
注
意
１
及
び
別
記
様
式
第
三
十
六
号
の
二
の
注
意
１
中

「（附
則
第
１
６
条

」
を
「（同

条
例
附
則
第
１
６
条

」
に
改
め
る
。

「配

別
記
様
式
第
八
十
号
の
五
及
び
別
記
様
式
第
八
十
号
の
六
中
「株

式
等
譲
渡
所
得
割

」
を株

式
当

割

に
、

等
譲
渡
所
得
割

」

を

に
改
め
る
。

附
則
別
記
様
式
第
三
号
を
附
則
別
記
様
式
第
九
号
と
し
、
附
則
別
記
様
式
第
二
号
の
三
を
附
則

別
記
様
式
第
七
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

－２１－
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附
則
別
記
様
式
第
二
号
の
二
中
「第

７
０
条
の
７
第
１
項

」
を
「第

７
０
条
の
８
第
１
項

」
に

改
め
、
同
様
式
を
附
則
別
記
様
式
第
六
号
と
す
る
。

附
則
別
記
様
式
第
二
号
中
「不

動
産
取
得
税
徴
収
猶
予
継
続
届
出
書

」
を
「不

動
産
取
得
税
徴

収
猶
予
継
続
貸
付
届
出
書

」
に
、
「受

贈
年
月
日

」
を
「貸

付
期
限

」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
意

１
中
「３

年
目
ご
と
の
３
月
１
５
日

」
を
「起

算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日

」
に
改
め
、

同
様
式
を
附
則
別
記
様
式
第
四
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

－２２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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管
理
規
程 

附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
三
を
附
則
別
記
様
式
第
三
号
と
し
、
附
則
別
記
様
式
第
一
号
の
二
を

附
則
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
十
四
条
の
表
八
十
の
五
号
及
び

八
十
の
六
号
、
別
記
様
式
第
八
十
号
の
五
並
び
に
別
記
様
式
第
八
十
号
の
六
の
改
正
規
定
並
び

に
次
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
表
八
十
の
五
号
及
び
八
十
の
六
号
、
別

記
様
式
第
八
十
号
の
五
並
び
に
別
記
様
式
第
八
十
号
の
六
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一

日
以
後
に
県
民
税
の
納
税
義
務
者
が
交
付
を
受
け
る
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

二
十
六
号
）
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
選
択
口
座
内
配
当
等

に
つ
い
て
適
用
す
る
。

３

改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
百
十
三
号

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
廃
止
す
る
規
則

墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
八
年
埼
玉
県
規
則
第
七
十
一
号
）
は
、
廃
止

す
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

産
業
褒
状
授
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
百
十
四
号

産
業
褒
状
授
与
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

産
業
褒
状
授
与
規
則
（
大
正
七
年
埼
玉
県
県
令
第
三
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
十
七
号

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
者

�

口

和

男

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
企
業
職
員
就
業
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
埼
玉
県
公
営
企
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
し
た
職

員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

第
三
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条

第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

所
属
長
は
、
前
項
た
だ
し
書
き
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五

時
ま
で
と
し
た
職
員
に
対
し
、
勤
務
時
間
の
開
始
前
に
特
に
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
、
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

所
属
長
は
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を

午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
し
た
職

員
の
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
休
憩
時
間
は
、
午
後
零
時
か
ら
一
時
間
と
す
る
。

－２４－
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第
六
条
の
表
休
憩
時
間
の
欄
中
「
一
時
間
と
し
」
を
「
一
時
間
又
は
四
十
五
分
と
し
」
に
改
め

る
。第

八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

３

所
長
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
一
回
四
十
五
分
と
し
た
日
勤
の
職
員
に

対
し
、
勤
務
時
間
の
開
始
前
に
特
に
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
日
に

お
け
る
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

所
長
は
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
日
勤
の
職
員
の
休
憩
時
間
を

一
回
四
十
五
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
の
終
業
時
刻
は
、
午

後
五
時
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
し
た
職

員
の
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
休
憩
時
間
は
、
一
回
一
時
間
と
す
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
四
項
か
ら
第
六
項
」
を
「
第
五
項
か
ら
第
七
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
十
二
号

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

名

和

肇

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

埼
玉
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
所
属
長
が
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
午
後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間

と
し
た
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

第
三
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

所
属
長
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

ま
で
と
し
た
職
員
に
対
し
、
勤
務
時
間
の
開
始
前
に
特
に
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
四
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を
午

後
零
時
か
ら
四
十
五
分
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
を
午
前
八
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
し
た
職

員
の
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
休
憩
時
間
は
、
午
後
零
時
か
ら
一
時
間
と
す
る
。

第
八
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

病
院
長
は
、
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
一
回
、
四
十
五
分
間
と
し
た
職
員
に

対
し
、
勤
務
時
間
の
開
始
前
に
特
に
勤
務
を
命
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
勤
務
日
に

お
け
る
別
表
第
一
に
定
め
る
始
業
時
間
を
十
五
分
間
繰
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第

二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

２

病
院
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
の
健
康
及
び
福
祉
を
考
慮
し
て
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
の
休
憩
時
間
を

三
交
替
勤
務
の
区
分
及
び
二
交
替
勤
務
の
日
勤
の
区
分
に
お
い
て
一
回
、
四
十
五
分
間
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
休
憩
時
間
の
時
限
は
、
業
務
の
実
情
に
応
じ
、
病
院

長
が
定
め
る
。

－２５－
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３

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
表
第
一
に
定
め
る
始
業
時
間
を
十
五
分
間
繰
り
上
げ
た
職
員

の
当
該
勤
務
日
に
お
け
る
休
憩
時
間
は
、
一
回
、
一
時
間
と
し
、
そ
の
時
限
は
、
業
務
の
実
情

に
応
じ
、
病
院
長
が
定
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
）

勤
務
区
分
等

１
三
交
替
制

勤
務
区
分

始
業
時
間

終
業
時
間

日
勤

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時
１５
分

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時

準
夜
勤

午
後
４
時
３０
分

翌
午
前
１
時
１５
分

午
後
４
時
３０
分

翌
午
前
１
時

深
夜
勤

午
前
０
時
３０
分

午
前
９
時
１５
分

午
前
０
時
３０
分

午
前
９
時

備
考
こ
の
表
に
定
め
る
各
勤
務
区
分
に
お
け
る
下
段
の
始
業
時
間
及
び
終
業
時
間
は
第
９
条

第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
、
上
段
の
始
業
時
間
及
び
終
業
時
間
は
同
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
に
適
用
す
る
。

２
二
交
替
制

勤
務
区
分

始
業
時
間

終
業
時
間

日
勤

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時
１５
分

午
前
８
時
３０
分

午
後
５
時

夜
勤

午
後
４
時

翌
午
前
９
時
３０
分

備
考
こ
の
表
に
定
め
る
日
勤
の
勤
務
区
分
に
お
け
る
下
段
の
始
業
時
間
及
び
終
業
時
間
は
第

９
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
、
上
段
の
始
業
時
間
及
び
終
業
時
間
は
同

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
に
適
用
す
る
。

別
表
第
二
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
の
部
看
護
及
び
栄
養
の
指
導
並
び
に
看
護
補
助
及
び

調
理
給
食
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
勤
務
時
間
の
割
振
り
の
欄
中
「８

時
間

」
を
「７

時
間

４５
分

」
に
改
め
、
同
項
休
憩
時
間
の
欄
中
「１

時
間

」
を
「１

時
間
ま
た
は
４５
分

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
協
会

三

代
表
者
の
氏
名

小
川

元
誓

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
上
尾
市
二
ツ
宮
九
六
七
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
に
対

し
、
そ
れ
ら
の
者
の
要
望
に
応
じ
、
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
全
般
的
な
研
修
、
講

習
、
実
技
、
相
談
等
の
活
動
を
し
、
誰
も
が

豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
創
造
す
る
こ

と
で
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
五
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

－２６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比

企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
そ
び
虫

三

代
表
者
の
氏
名

小
松

紀
美
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
大
字
宮
元
町
八
十
番
地
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
児
学
童
保
育
室
の

運
営
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
障
が
い
児
育
成

支
援
、
並
び
に
障
が
い
者
支
援
を
行
い
、
障

が
い
児
が
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
健
全
に

成
長
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ひ
い
て
は
、

障
が
い
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
豊
か
な
共
生
社

会
の
実
現
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比

企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http
:

//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
希
の
里

三

代
表
者
の
氏
名

�
柳

光
希

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
川
越
市
か
す
み
野
一
丁
目
一
番
地

四
霞
ヶ
関
南
小
学
校
校
庭
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
・
者
及
び
そ
の
家

族
に
対
し
て
、
学
童
保
育
施
設
の
運
営
に
関

す
る
事
業
、
障
害
児
・
者
生
活
サ
ポ
ー
ト
事

業
、
障
害
児
・
者
及
び
そ
の
家
族
の
日
常
生

活
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
、
障
害
者

自
立
支
援
法
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
事
業

を
行
い
、
地
域
社
会
に
お
け
る
障
害
児
・
者

及
び
そ
の
家
族
の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
広

く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
神
話
普
及
会

三

代
表
者
の
氏
名

松
村

茂
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
久
喜
市
大
字
江
面
百
九
十
番
地
の

二
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
あ
る
人
々
に
対
し
、
日

本
の
神
話
を
基
本
と
し
た
啓
発
、
広
報
、
協

働
の
事
業
活
動
を
行
い
、
よ
り
一
層
秩
序
と

品
格
の
あ
る
国
家
社
会
の
実
現
と
人
々
の
安

心
安
全
、
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

ゴ
ー
グ
ル
７４
，８８５
個

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
保
健
医
療
部
疾
病
対
策
課
企
画
・

調
整
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
１５
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

ミ
ド
リ
安
全
株
式
会
社
東
京
都
渋
谷
区

広
尾
５
丁
目
４
番
３
号

５
落
札
金
額

１３
，２０９
，７１４
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
４
日

－２７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

陰
圧
テ
ン
ト
１１
セ
ッ
ト

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
保
健
医
療
部
疾
病
対
策
課
企
画
・

調
整
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

埼
玉
消
防
機
械
株
式
会
社
埼
玉
県
秩
父

市
東
町
７
番
５
号

５
落
札
金
額

３６
，５５５
，７５０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
４
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

埼
玉
県
伊
豆
潮
風
館
送
迎
バ
ス
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
福
祉
部
障
害
者
福
祉
推
進
課
障
害

福
祉
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
１５
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

関
東
い
す
ゞ
自
動
車
株
式
会
社
群
馬
県

高
崎
市
宮
原
町
１
番
地
２１

５
落
札
金
額

３６
，９６０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
４
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
学
校
教
職
員
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

２
，４２４
台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
Ｉ
Ｔ
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１１
月
４
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
大
塚
商
会
東
京
都
千
代
田
区

飯
田
橋
２
丁
目
１８
番
４
号

５
落
札
金
額

２３５
，２００
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
２５
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
六
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
学
校
ク
ラ
ス
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
等

６
，１６０
台

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
Ｉ
Ｔ
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１１
月
４
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
東
京
都
新

宿
区
西
新
宿
３
丁
目
１９
番
２
号

５
落
札
金
額

４６４
，２０８
，３６０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
２５
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

－２８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
環
境
と
エ
ネ
ル
ギ

ー
三

代
表
者
の
氏
名

福
宮

健
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
三
橋
一
丁
目

一
三
八
一
番
地
二
ツ
イ
ン
ド
エ
ル
二
〇
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
一
般
市
民
や
企
業
等
に
対

し
、
主
に
水
、
食
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ

ム
が
有
す
る
環
境
へ
の
優
し
さ
を
総
合
的
か

つ
客
観
的
に
研
究
及
び
評
価
す
る
こ
と
で
、

安
心
、
安
全
な
人
々
の
暮
ら
し
や
持
続
可
能

な
企
業
活
動
を
支
援
し
、
も
っ
て
、
健
全
な

科
学
技
術
の
振
興
に
基
づ
く
環
境
保
全
と
経

済
活
動
が
調
和
す
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
県
就
労
支
援

事
業
者
機
構

三

代
表
者
の
氏
名

蓮
見

弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目

一
六
番
五
八
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
機
構
は
、
犯
罪
者
や
非
行
少
年
（
更
生

保
護
事
業
法
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る

者
を
い
う
。
以
下
「
犯
罪
者
等
」
と
い
う
。）

が
善
良
な
社
会
の
一
員
と
し
て
更
生
す
る
た

め
に
は
、
就
職
の
機
会
を
得
て
経
済
的
に
自

立
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が

み
、
事
業
者
の
立
場
か
ら
犯
罪
者
等
の
就
労

を
支
援
し
、
犯
罪
者
等
が
再
び
犯
罪
や
非
行

に
陥
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯

罪
者
等
の
円
滑
な
社
会
復
帰
と
安
全
な
地
域

社
会
の
実
現
を
図
り
、
も
っ
て
個
人
及
び
公

共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
六
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五

十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
四
十
九
号

に
よ
り
指
定
し
た
区
域
の
指
定
を
次
の
と
お
り

一
部
解
除
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
入
間
郡
三
芳
町
大
字
上
富

字
吉
拓
四
六
〇
番
一
の
一
部
及
び
四
六
〇
番
一

〇
の
一
部
）

－２９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十

五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
医
療
機
関
又
は
施
術
を
担
当
す
る
施
術
者
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

開

設

者

名

所

在

地

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
明
正
一
会

み
ぞ
ぐ
ち
眼
科

医

療

法

人

社

団

明

正

一

会

鴻
巣
市
天
神
四
―
六
―
三
五

平
成
二
十
一
年

十
月

三
十
日

あ

お

ば

ク

リ

ニ

ッ

ク

大

塚

幸

夫

鴻
巣
市
本
宮
町
一
―
六

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

武
蔵
藤
沢
セ
ン
ト
ラ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

和

田

誠

基

入
間
市
下
藤
沢
三
七
五
―
一

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

医
療
法
人
社
団
恵
昭
会

ひ
る
ま
小
児
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

社

団

恵

昭

会

朝
霞
市
根
岸
台
七
―
四
―
一
〇

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

ふ
る
や
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

東

讃

会

八
潮
市
緑
町
三
―
二
三
―
二

八
潮
緑
町
ク
リ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
三
Ｆ

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

若

葉

内

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

医

療

法

人

蒼

龍

会

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
六
四
五
―
一

平
成
二
十
一
年
十
二
月

九
日

わ

た

な

べ

ク

リ

ニ

ッ

ク

渡

辺

潤

北
葛
飾
郡
栗
橋
町
河
原
代
八
六
一
―
三

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

医
療
法
人
こ
ば
や
し
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
こ
ば
や
し
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

鳩
ヶ
谷
市
辻
一
五
七
三
―
一

鳩
ヶ
谷
メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ
ザ
一
Ｆ

平
成
二
十
一
年

十
月

一
日

よ

う

だ

歯

科

医

院

養

田

房

夫

熊
谷
市
池
上
三
七
八
―
一

平
成
二
十
一
年

六
月

一
日

石
丸
安
世
記
念

熊
谷
デ
ィ
ア
ベ
テ
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク

歯
科

石

丸

安

明

熊
谷
市
玉
井
南
一
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
三
日

元

郷

南

歯

科

医

院

李

信

秀

川
口
市
元
郷
四
―
一
六
―
一
六

平
成
二
十
一
年

十
月

一
日

マ

サ

ヤ

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

菅

野

雅

也

戸
田
市
下
戸
田
一
―
一
八
―
二

二
Ｆ

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

医
療
法
人
社
団
樹
英
会

ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

法

人

社

団

樹

英

会

三
郷
市
新
三
郷
ら
ら
シ
テ
ィ
三
―
一
―
一
ら
ら
ぽ
ー
と
新
三
郷
一
Ｆ

平
成
二
十
一
年
十
一
月

六
日

み

よ

し

台

歯

科

医

院

磯

村

典

彦

入
間
郡
三
芳
町
み
よ
し
台
六
―
二
四

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

一
ノ
割
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

酒

井

良

紀

春
日
部
市
一
ノ
割
一
―
四
―
一
九

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

せ

ん

げ

ん

台

東

口

歯

科

伊

藤

嘉

洋

越
谷
市
千
間
台
東
二
―
七
〇
七

セ
ブ
ン
タ
ウ
ン
内
二
Ｆ

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

ウ

ニ

ク

ス

秩

父

歯

科

医

療

法

人

安

田

歯

科

秩
父
市
大
宮
八
〇
五
―
一
四

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

歯

科

ク

リ

ニ

ッ

ク

三

好

三

好

克

実

越
谷
市
南
越
谷
四
―
五
―
二

文
化
エ
ス
テ
ー
ト
ビ
ル
二
〇
一

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

社
団
法
人
熊
谷
薬
剤
師
会

会
営
薬
局
江
南
店

社

団

法

人

熊

谷

薬

剤

師

会

熊
谷
市
板
井
一
六
九
〇
―
六

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

た

ん

ぽ

ぽ

薬

局

有
限
会
社
グ
ラ
ム
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

所
沢
市
西
所
沢
一
―
七
―
二
四
国
土
ビ
ル
一
Ｆ

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

ひ
ば
り
薬
局
循
環
器
セ
ン
タ
ー
前
店

株

式

会

社

グ

ラ

ン

ド

ー

ル

深
谷
市
本
田
七
〇
八
三
―
六

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

加

藤

薬

局

入

間

店

株

式

会

社

加

藤

入
間
市
下
藤
沢
三
七
五
―
一

平
成
二
十
一
年
十
二
月

八
日

フ
ァ
ミ
リ
ー
プ
ラ
ザ
健
康
薬
局
朝
霞
店

有
限
会
社
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
光

朝
霞
市
根
岸
台
七
―
四
―
一
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

－３０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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中

村

薬

局

西

口

店

有

限

会

社

中

村

薬

局

富
士
見
市
鶴
馬
二
六
二
三

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

と

ま

と

薬

局

有

限

会

社

ス

ケ

ガ

ワ

鶴
ヶ
島
市
上
広
谷
六
四
八
―
三

平
成
二
十
一
年
十
二
月

四
日

あ

き

薬

局

栗

橋

店

宮

元

章

子

北
葛
飾
郡
栗
橋
町
河
原
代
八
六
一
―
三

平
成
二
十
一
年
十
二
月

八
日

そ
う
ご
う
薬
局

春
日
部
店

総
合
メ
デ
ィ
カ
ル
株
式
会
社

春
日
部
市
大
場
八
〇
―
五

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

ラ

イ

オ

ン

薬

局

有

限

会

社

ラ

イ

オ

ン

薬

局

春
日
部
市
緑
町
五
―
九
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

ハ

ー

ト

薬

局

北

越

谷

店

有

限

会

社

い

ず

み

薬

局

越
谷
市
大
澤
三
一
九
〇
―
二

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

春
日
部
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
す
み
れ

医

療

法

人

春

明

会

春
日
部
市
中
央
一
―
五
二
―
九

平
成
二
十
一
年

十
月

一
日

ア
ト
ム
訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト

川
口
市
江
戸
袋
一
―
三
―
六

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

二

指
定
施
術
者

氏

名

住

所

施

術

所

指

定

年

月

日

名

称

所

在

地

高

橋

定

雄

高

橋

接

骨

院

所
沢
市
小
手
指
元
町
三
―
一
―
一
五

平
成
二
十
一
年

十
月

十
日

阿

部

光

延

大

勝

接

骨

院

鶴
ヶ
島
市
町
屋
一
四
一
―
八

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

竹

津

泰

美

ス
リ
ー
エ
イ
チ

川
口
市
西
川
口
四
―
一
八
―
二
四

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

狩

野

和

幸

マ
ッ
サ
ー
ジ
治
療
室
和
幸
堂

所
沢
市
中
新
井
三
―
二
〇

ス
カ
イ
マ
ン
シ
ョ
ン
Ａ
―
一
一
〇

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

市

河

勲

蕨
市
北
町
二
―
一
五
―
一
二
―
三
〇
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

引

間

紀

之

升

屋

鍼

灸

院

大
里
郡
寄
居
町
寄
居
九
二
九

平
成
二
十
一
年
十
二
月

三
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
次

の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

変
更
事
項

変

更

前

変

更

後

に
こ
に
こ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所

在

地

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
一
―
六
五
六

―
三
三

ワ
ッ
ト
コ
ー
ポ
一
〇
一

所
沢
市
東
狭
山
ヶ
丘
一
―
三
七
―

三
パ
レ
ス
フ
レ
ン
ド
リ
ー
一
〇
三

医
療
法
人
新
医
療
会

明
正

リ
ハ
ビ
リ
テ
―
シ
ョ
ン
病
院

名

称

医
療
法
人
新
医
療
会

小

手
指
天
望
病
院

医
療
法
人
新
医
療
会
明
正
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院

小
手
指
皮
膚
科

所

在

地

所
沢
市
上
新
井
八
六
九
―

三

所
沢
市
上
新
井
三
―
五
五

―
八
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埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国

後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
四
十
九
条
（
同
法
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
及
び
指
定
施
術
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の

届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

指
定
医
療
機
関

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

ふ
る
や
整
形
外
科
ク

リ

ニ

ッ

ク

八
潮
市
緑
町
三
―
二
三
―
二
八
潮
緑

町
ク
リ
ニ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
三
Ｆ

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

み
ぞ
ぐ
ち
眼
科

鴻
巣
市
天
神
四
―
六
―
三
五

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

こ
ば
や
し
こ
ど
も
ク

リ

ニ

ッ

ク

鳩
ヶ
谷
市
辻
一
五
七
三
―
一
鳩
ヶ
谷

メ
デ
ィ
カ
ル
プ
ラ
ザ
一
Ｆ

平
成
二
十
一
年

九
月

三
十
日

た
じ
ま
内
科
ク
リ
ニ

ッ

ク

ふ
じ
み
野
市
上
福
岡
一
―
一
四
―
四

六
中
商
ビ
ル
一
階

平
成
二
十
一
年
十
二
月

十
五
日

蓮
見
歯
科
医
院

春
日
部
市
粕
壁
東
二
―
一
三
―
四
一

平
成

二
十
年

七
月

十
四
日

あ
い
薬
局

所
沢
榎

町

店

所
沢
市
榎
町
一
―
一
九

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ハ
ー
ト
薬
局

北
越

谷

店

越
谷
市
大
澤
三
一
九
〇
―
二

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ラ
イ
オ
ン
薬
局

春
日
部
市
緑
町
五
―
九
―
一
三

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

二

指
定
施
術
者

氏

名

住

所

施

術

所

廃

止

年

月

日

名

称

所

在

地

薄
田

麻
里
絵

ま

り

接

骨

院

春
日
部
市
谷
原
二
―
七
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
四
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰

国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援

給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
等
を
担
当
す
る
介
護
機
関
と
し
て
、
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

開

設

者

名

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
ち
み
ち

越

谷

市

船

渡

二

〇

四

六

社
会
福
祉
法
人
光
彩
会

介

護

予

防

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
め
ぐ
み

南
埼
玉
郡
白
岡
町
小
久
喜
一
三
七
七
―
三

合
同
会
社

め
ぐ
み
ケ
ア

介

護

予

防

支

援

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

鳩
ヶ
谷
市
西
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ベ
ル
ホ
ー
ム

鳩

ヶ

谷

市

辻

九

五

八

社
会
福
祉
法
人
鳩
ヶ
谷
啓
和
会

介

護

予

防

支

援

平
成
二
十
一
年

五
月

一
日

協

和

ク

リ

ニ

ッ

ク

越
谷
市
弥
生
町
一
四
―
二
〇
木
田
ビ
ル
四
Ｆ

斉
藤
雲
鵬

居

宅

療

養

管

理

指

導

平
成
二
十
一
年
十
一
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

－３２－
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武
蔵
藤
沢
セ
ン
ト
ラ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

入
間
市
下
藤
沢
三
七
五
―
一

和
田
誠
基

訪

問

看

護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

四
日

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

居

宅

療

養

管

理

指

導

介

護

予

防

訪

問

介

護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

東

口

駅

前

薬

局

川
口
市
本
町
四
―
四
―
一
六
リ
ビ
オ
ア
ク
シ
ス
プ
レ
イ
ス
一
〇
四

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

居

宅

療

養

管

理

指

導

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

埼

玉

中

央

薬

局

春
日
部
市
中
央
二
―
一
七
―
一
〇

昭
和
ビ
ル
第
三

一
〇
二
号
室

日
本
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

居

宅

療

養

管

理

指

導

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

ア

セ

ル

ト

薬

局

秩
父
郡
横
瀬
町
横
瀬
四
三
三
一
―
三

有
限
会
社
ア
サ
ヒ
調
剤
薬
局

居

宅

療

養

管

理

指

導

平
成
二
十
一
年

十
月

二
十
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

ア
ト
ム
訪
問
看
護
・
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

川
口
市
江
戸
袋
一
―
三
―
六

株
式
会
社
あ
ん
し
ん
サ
ポ
ー
ト

訪

問

看

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

四
日

介

護

予

防

訪

問

看

護

け

あ

ビ

ジ

ョ

ン

川

口

川
口
市
並
木
一
―
九
―
八
鎌
田
貸
事
務
所
・
一
Ｆ
Ｂ

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル

ビ
ジ
ョ
ン

訪

問

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

介

護

予

防

訪

問

介

護

に
じ
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

川
口
市
戸
塚
東
二
―
二
五
―
八

株
式
会
社
フ
ル
ミ
チ

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

介

護

予

防

通

所

介

護

支
え
あ
い
ケ
ア
プ
ラ
ン
み
の
り

南
埼
玉
郡
白
岡
町
篠
津
五
八
四
番
地
二

合
同
会
社
緑
の
風

居

宅

介

護

支

援

平
成
二
十
一
年
十
二
月

十
日

け

あ

ビ

ジ

ョ

ン

和

光

和
光
市
本
町
一
九
―
三
ロ
ー
ツ
ェ
一
〇
二
号
室

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン

訪

問

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

介

護

予

防

訪

問

介

護

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
立
正
た
ち
ば
な

熊
谷
市
万
吉
一
七
五
六
―
一
三
〇

社
会
福
祉
法
人
立
正
橘
福
祉
会

訪

問

介

護

平
成
二
十
一
年

十
月
二
十
九
日

介

護

予

防

訪

問

介

護

け

あ

ビ

ジ

ョ

ン

行

田

行
田
市
行
田
六
―
一

三
階

株
式
会
社
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ビ
ジ
ョ
ン

訪

問

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

介

護

予

防

訪

問

介

護

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
木
の
実

本
庄
市
銀
座
二
―
五
―
二
三
―
一
〇
八

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ゆ
う

訪

問

介

護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

介

護

予

防

訪

問

介

護

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
木
の
実

本
庄
市
銀
座
二
―
五
―
二
三
―
一
〇
八

株
式
会
社
ス
ペ
ー
ス
ゆ
う

居

宅

介

護

支

援

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
パ
ン
ジ
ー

鴻

巣

市

上

谷

四

三

―

一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

え

が

お

所

沢

市

山

口

五

二

二

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ま
ん
て
ん

比
企
郡
と
き
が
わ
町
大
字
日
影
一
二
四
六
―
一

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
れ
あ
い
福
祉
会

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年

九
月

十
五
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
ナ
イ
ス
デ
ィ
川
口

川
口
市
青
木
一
―
一
―
一
五

有
限
会
社

ラ
イ
フ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ナ
イ
ス
デ
イ
川
口

居

宅

介

護

支

援

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日
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ラ
イ
フ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
ナ
イ
ス
デ
ィ
川
口

川
口
市
青
木
一
―
一
―
一
五

有
限
会
社

ラ
イ
フ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
・
ナ
イ
ス
デ
イ
川
口

介

護

予

防

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年

七
月

一
日

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
し
あ
わ
せ
峯

川

口

市

峯

一

三

七

一

―

一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

居

宅

介

護

支

援

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
や
び
安
行

川
口
市
安
行
吉
蔵
二
七
一
―
一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介

護

予

防

通

所

介

護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
し
あ
わ
せ
峯

川

口

市

峯

一

三

七

一

―

一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介

護

予

防

通

所

介

護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
や
び
春
日
部

春
日
部
市
豊
町
一
―
二
―
四
〇

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

通

所

介

護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介

護

予

防

通

所

介

護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

川

口

市

峯

一

三

七

一

―

一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

十
四
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
た
ん
ぽ
ぽ

川
口
市
北
原
台
一
―
一
―
三

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
の
は
な

川
口
市
大
字
安
行
吉
蔵
二
七
一
―
一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
す
み
草

川

口

市

赤

山

三

二

〇

―

六

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
さ
く
ら
草

川
口
市
青
木
四
―
四
―
二
五

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

さ

つ

き

川
口
市
東
内
野
三
三
四
―
一

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
な
げ
し

川
口
市
東
川
口
一
―
五
―
四
四

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

ゆ

り

川
口
市
石
神
三
二
六
―
二
〇

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
つ
つ
じ
の
里

朝
霞
市
浜
崎
四
―
一
―
六
四

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ふ
じ
の
花

春
日
部
市
豊
町
一
―
二
―
四
〇

有
限
会
社
ト
ゥ
ル
ー
ケ
ア
ス
テ
ー
ジ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月

一
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

ス

ギ

薬

局

川

口

元

郷

店

川
口
市
元
郷
五
―
一
一
―
一
三

株
式
会
社

ス
ギ
薬
局

居

宅

療

養

管

理

指

導

平
成

二
十
年

九
月

一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

－３４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

変
更
事
項

所

在

地

変

更

前

変

更

後

機

関

種

別

名

つ

く

し

介

護

久

喜

所

在

地

久
喜
市
北
青
柳
九
七
五
―
一

久
喜
市
本
町
一
―
九
―
二

久
喜
市
北
青
柳
九
七
五
―
一

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

名

称

上
尾
市
原
新
町
六
―
四
六

Ｅ
Ｘ
Ａ
北
上
尾
一
〇
一
号

ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
南
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

ハ
ッ
ピ
ー
上
尾
・
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

所

在

地

上
尾
市
原
新
町
六
―
四
六

Ｅ
Ｘ
Ａ
北
上
尾
一
〇
一
号

上
尾
市
柏
座
二
―
六
―
二
六

下
里
第
二
ビ
ル

上
尾
市
原
新
町
六
―
四
六

Ｅ
Ｘ
Ａ
北
上
尾
一
〇
一

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

有
限
会
社
エ
コ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
く
ま
が
や

所

在

地

熊
谷
市
中
奈
良
一
五
二
二
―
七

熊
谷
市
下
奈
良
一
五
〇
七
―
一

熊
谷
市
中
奈
良
一
五
二
二
―
七

介
護
予
防
訪
問
介
護

訪
問
介
護

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護

機
関
（
同
条
第
二
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る

も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
を
受

け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
含

む
。）
か
ら
、
次
の
と
お
り
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

名

称

所

在

地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

廃

止

年

月

日

株
式
会
社
ス
ギ
薬
局
川
口
元
郷
店

川
口
市
元
郷
五
―
一
一
―
一
三

居
宅
療
養
管
理
指
導

平
成

二
十
年

八
月
三
十
一
日

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
た
ん
ぽ
ぽ

川
口
市
北
原
台
一
―
一
―
三

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
か
す
み
草

川
口
市
赤
山
三
二
〇
―
六

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

－３５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

さ

つ

き

川
口
市
東
内
野
三
三
四
―
一

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

さ
く
ら
草

川
口
市
青
木
四
―
四
―
二
五

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

み
や
び
安
行

川
口
市
安
行
吉
蔵
二
七
一
―
一

通
所
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
通
所
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

な
の
は
な

川
口
市
安
行
吉
蔵
二
七
一
―
一

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ

川
口
市
峯
一
三
七
一
―
一

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

し
あ
わ
せ
峯

川
口
市
峯
一
三
七
一
―
一

通
所
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
通
所
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

し
あ
わ
せ
峯

川
口
市
峯
一
三
七
一
―
一

居
宅
介
護
支
援

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

ゆ

り

川
口
市
石
神
三
二
六
―
二
〇

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

ひ
な
げ
し

川
口
市
東
川
口
一
―
五
―
四
四

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
み
や
び
春
日
部

春
日
部
市
豊
町
一
―
二
―
四
〇

通
所
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
通
所
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

ふ

じ

の

花

春
日
部
市
豊
町
一
―
二
―
四
〇

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

パ
ン
ジ
ー

鴻
巣
市
上
谷
四
三
―
一

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

つ
つ
じ
の
里

朝
霞
市
浜
崎
四
―
一
―
六
四

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

グ

ル

ー

プ

ホ

ー

ム

え

が

お

所
沢
市
山
口
五
二
二

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

ク
ロ
ー
バ
ー
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
狭
山

狭
山
市
入
間
川
一
―
七
―
二

シ
テ
ィ
パ
ル
狭
山
二
〇
一
号

訪
問
入
浴
介
護

平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

－３６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

届
出
の
概
要
等

イ

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
東
武
ス
ト
ア
朝
霞
店

朝
霞
市
本
町
二
丁
目
千
三
百
六
十
六
番
一

他

ロ

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者

株
式
会
社
東
武
ス
ト
ア

代
表
取
締
役

玉
置

富
貴
雄

東
京
都
板
橋
区
上
板
橋
三
丁
目
一
番
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

株
式
会
社
東
武
ス
ト
ア

代
表
取
締
役

玉
置

富
貴
雄

東
京
都
板
橋
区
上
板
橋
三
丁
目
一
番
一
号

ハ

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
二
年
八
月
十
八
日

二

大
規
模
小
売
店
舗
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
四
百
二
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル

ホ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

六
七
台

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

位
置

図
面
省
略

収
容
台
数

一
六
九
台

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

位
置

図
面
省
略

面
積

四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

位
置

図
面
省
略

容
量

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

ヘ

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

午
前
０
時
か
ら
翌
午
前
０
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
０
時
か
ら
翌
午
前
０
時

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

位
置

図
面
省
略

出
入
口
の
数

一
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

ト

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
七
日

二

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

三

縦
覧
場
所

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー

四

意
見
書
の
提
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ

意
見
書
提
出
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
ま
で

ロ

意
見
書
提
出
先

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
七
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
患
畜
等
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

－３７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



伝
染
病
及
び

家
畜
の
種
類

患

畜

及

び

疑
似
患
畜
の
区
分

頭
数
及
び

群

数

発
生
場
所
又
は

区

域

発
生
年
月
日

処

置

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一
頭

本
庄
市

平
成
二
十
一
年

十
二
月
十
六
日

殺
処
分

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
八
号

測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
深
谷
市
長
新
井

家
光
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二

十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

測
量
計
画
機
関

深
谷
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量

出
来
形

確
認
測
量
原
図
作
成
）

三

作
業
地
域

深
谷
市
武
川
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
区

域
内

四

作
業
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
六
日
か
ら
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
九
号

次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水

流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第

一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す

る
と
認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

第
二
〇
〇
七
―
六
七
―
一
号

二

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地

の
区
域

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
字
下
川
原
八
四
三
番

地
外
五
十
一
筆

三

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量

容
量

二
〇
一
六
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

浸
透
効
果
量

〇
・
一
四
九
一
立
方
メ
ー

ト
ル
毎
秒

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
号

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第

百
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
土
地
区
画
整
理
組
合
の
設
立
を
認
可
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

組
合
の
名
称

和
光
北
イ
ン
タ
ー
地
域
土
地
区
画
整
理
組

合
二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

和
光
市
新
倉
二
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目

の
各
一
部

四

事
務
所
の
所
在
地

和
光
市
広
沢
一
番
五
号

和
光
市
役
所

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

六

事
業
年
度

毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日

ま
で

七

公
告
の
方
法

組
合
事
務
所
の
掲
示
場
及
び
和
光
市
役
所

の
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

荒
川
左
岸
南
部
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処

分
業
務
委
託
そ
の
２
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
荒
川
左
岸
南
部
下
水
道
事
務
所

総
務
・
管
理
担
当
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南

区
辻
８
丁
目
２７
番
２０
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
東
京
都
港

区
台
場
２
丁
目
３
番
５
号

５
落
札
金
額

１３
，８００
円
（
税
抜
き
１
ト
ン
当
た
り
の
単

価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
８
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業

務
委
託
そ
の
３
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
荒
川
右
岸
下
水
道
事
務
所
総
務

・
管
理
担
当
埼
玉
県
和
光
市
新
倉
６
丁
目

１
番
１
号

－３８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

太
平
洋
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
東
京
都
港

区
台
場
２
丁
目
３
番
５
号

５
落
札
金
額

１３
，５５０
円
（
税
抜
き
１
ト
ン
当
た
り
の
単

価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
８
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
三
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

荒
川
右
岸
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業

務
委
託
そ
の
４
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
荒
川
右
岸
下
水
道
事
務
所
総
務

・
管
理
担
当
埼
玉
県
和
光
市
新
倉
６
丁
目

１
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

秩
父
太
平
洋
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
埼
玉

県
秩
父
市
大
野
原
１８００

番
地

５
落
札
金
額

１３
，８００
円
（
税
抜
き
１
ト
ン
当
た
り
の
単

価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
８
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
四
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司
１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

中
川
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業
務
委

託
そ
の
３
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
中
川
下
水
道
事
務
所
総
務
・
管

理
担
当
埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
４
丁
目
２

番
８２
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
立
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
茨
城
県
日
立

市
平
和
町
２
丁
目
１
番
１
号

５
落
札
金
額

１３
，０００
円
（
税
抜
き
１
ト
ン
当
た
り
の
単

価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
８
日

埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
八
十
五
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

中
川
流
域
下
水
道
ば
い
じ
ん
処
分
業
務
委

託
そ
の
４
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
中
川
下
水
道
事
務
所
総
務
・
管

理
担
当
埼
玉
県
越
谷
市
越
ヶ
谷
４
丁
目
２

番
８２
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２１
年
１０
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

住
友
大
阪
セ
メ
ン
ト
株
式
会
社
東
京
都

千
代
田
区
六
番
町
６
番
地
２８

５
落
札
金
額

１３
，５００
円
（
税
抜
き
１
ト
ン
当
た
り
の
単

価
）

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
２１
年
９
月
８
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

鴻
巣
桶
川
さ
い
た
ま
線

三

道
路
の
区
域

－３９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

蓮

池

博

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

川
越
坂
戸
毛
呂
山
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

小

川

倫

正

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

深
谷
寄
居
線

三

道
路
の
区
域

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

北
本
市
大
字
本
宿
字
七
丁
目
三
番
地
三
地
先
か
ら
同
市
大
字
本
宿
字
七

丁
目
三
番
地
一
地
先
ま
で

一
六
・
〇
〇
〜三

六
・
七
〇

二
五
・
四
八

街
路
整
備
事
業
に
よ
る
。

不
用
物
件
は
交
換
用
地
に
供
す
る
。

新

一
六
・
〇
〇
〜三

六
・
七
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

毛
呂
山
町
大
字
川
角
字
数
馬
前
七
〇
二
番
一
地
先
か
ら
同
町
大
字
川
角

字
西
原
二
三
番
一
地
先
ま
で

七
・
六
〇
〜

九
・
五
五

四
三
二
・
六
〇

自
転
車
歩
行
者
道
整
備
工
事
・
交
差
点
整
備
工
事
合
併
に
よ
る
。

新

九
・
〇
〇
〜

二
一
・
〇
〇

－４０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道

路
環
境
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

小

川

倫

正

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

花
園
本
庄
線

三

道
路
の
区
域

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

百
四
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
日

指
令
川
建
セ

第
二
一
〇
〇
六
五
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
七
日

第
二
一
〇
一
三
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
川
島
町
大
字
上
伊
草
字
五
反
田
二

二
三
―
一
の
一
部
外
五
筆

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
―
一
〇
―
一

株
式
会
社

ジ
ャ
パ
ン
エ
ナ
ジ
ー

代
表
取
締
役

松
下

功
夫

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

百
四
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

若

林

祥

文

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
八
日

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
一
一
六
〇
号

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

深
谷
市
武
蔵
野
字
土
塊
三
二
〇
二
番
地
先
か
ら
同
市
武
蔵
野
字
古
井
戸

三
一
八
六
番
二
地
先
ま
で

九
・
三
〇
〜

一
一
・
五
〇

二
八
一
・
四
〇

新

一
四
・
〇
〇
〜三

四
・
二
〇

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧

深
谷
市
武
蔵
野
字
在
家
三
四
〇
九
番
地
先
か
ら
同
市
武
蔵
野
字
五
反
畑

三
〇
四
〇
番
地
先
ま
で

四
・
四
〇
〜

八
・
〇
〇

五
七
九
・
〇
〇

新

一
四
・
〇
〇
〜二

六
・
〇
〇

－４１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

第
二
一
〇
一
四
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
字
八
ツ
嶋
一

四
四
九
―
一
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

比
企
郡
吉
見
町
大
字
南
吉
見
一
四
四
九
番

地
金
子

孝
治

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

千
百
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

坂

巻

一

男

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
六
月
九
日

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
一
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
五
日

第
三
二
五
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
外
野
字
弦
代
二
三

二
―
三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
大
字
外
野
二
三
二
番
地

加
藤

亨

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第

千
百
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長

坂

巻

一

男

一

許
可
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
〇
〇
一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

第
三
二
八
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
上
栢
間
字
本
村
三

三
九
二
―
三
、
―
四
、
三
三
九
一
―
四

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

羽
生
市
大
字
上
新
郷
五
五
二
六
―
九

樋
口

治
作

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
七
号

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り

招
集
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長

松

居

和

一

日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
七
日

午
前
十
時

二

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番

一
号埼

玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室

三

議
題

イ

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て

ロ

そ
の
他

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２１
年
１１
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

�

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届

出

年

月

日

榎
本
み
の
る
を
応
援
す
る
会

榎
本

稔

榎
本

稔

行
田
市
斎
条
四
〇
四
―
一
斎
条
団
地
一
―
三
〇
七

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
一
日

小
高
は
る
お
後
援
会

牛
村

新
作

山
崎

昭
司

比
企
郡
川
島
町
上
伊
草
六
一
五
―
五

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
六
日

黒
沢
せ
い
じ
後
援
会

黒
澤

誠
治

黒
澤

康
栄

本
庄
市
児
玉
町
児
玉
二
三
六
〇
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

政

伸

会

伊
地
知
伸
久

伊
地
知
伸
久

志
木
市
本
町
四
―
一
〇
―
二
三

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

－４２－
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

武

井

敏

男

後

援

会

武
井

敏
男

武
井

則
子

深
谷
市
岡
里
六
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

中
野
修
を
育
て
る
友
の
会

山
�

清

田
中

健
一

草
加
市
金
明
町
一
―
一
―
一
〇
四

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日

（
東
松
山
市
）明
る
い
市
民
の
会

松
崎

昭
三

松
崎

京
子

東
松
山
市
高
坂
一
三
七
七
―
二

平
成
二
十
一
年
十
一
月

六
日

堀
口
い
よ
こ
後
援
会

堀
口
伊
代
子

堀
口

久
江

本
庄
市
児
玉
町
小
平
一
六
三
七

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
六
日

山
下
ひ
ろ
か
ず
後
援
会

山
下

博
一

山
下

光
枝

児
玉
郡
上
里
町
神
保
原
町
五
九
三
―
二

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
六
日

山

中

進

後

援

会

藤
元

勝
夫

千
島

正
行

秩
父
市
中
津
川
二
三
三

平
成
二
十
一
年
十
一
月

六
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
六
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２１
年
１１
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

�

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
埼
玉
県
大
樹
支
部

代
表
者

加

藤

達

明

坂

本

公

平

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

会
計
責
任
者

神

山

圭

嗣

沖

田

正
太
郎

同

右

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

さ
い
た
ま
市
西
区
宝
来
八
一
二
加
藤
方

秩
父
市
大
野
原
六
〇
五
―
一

同

右

�

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

異

動

事

項

新

旧

届

出

年

月

日

維
新
政
党
・
新
風
埼
玉
県
本
部

代
表
者

平

田

啓

介

渡

辺

昇

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

川
口
市
東
川
口
四
―
二
九
―
三
九
―
二
〇
三
越
谷
市
蒲
生
二
―
一
三
―
二
二

同

右

ラ
イ
フ
ピ
ア
越
谷
南

お

の

づ

か

勝

俊

後

援

会

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
区
分

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
係
る

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
七
日

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

公
職
の
候
補
者
の
氏
名

小
野
塚

勝

俊

同

右

公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

同

右

小

林

ぎ

ょ

う

後

援

会

会
計
責
任
者

小

林

教

子

相

沢

絋

司

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
五
日

埼
葛
土
地
改
良
政
治
連
盟

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

春
日
部
市
立
野
一
四
三

春
日
部
市
立
野
一
一
二
―
一

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

日
本
を
よ
く
す
る
埼
玉
県
民
の
会

名
称

日
本
を
よ
く
す
る
埼
玉
県
民
の
会

日
本
を
考
え
る
Ｍ
Ｃ
埼
玉
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
七
日

ふ

じ

な

わ

善

朗

後

援

会

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

鶴
ケ
島
市
脚
折
町
二
―
二
二
―
二
―
一
〇
一
号

鶴
ケ
島
市
藤
金
八
八
一
―
二
三

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
日

オ
シ
ャ
レ
ハ
ウ
ス
Ｃ
号
室

－４３－
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埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
七
十
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

別
記
一
の
政
治
団
体
及
び
同
条
第
二
項
の
適
用
団
体
で
あ
る
別
記
二
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
収
支
報
告
書
の
提
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
別
記
三
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

別
記
一
（
平
成
２１
年
１１
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

�

政
党
の
支
部

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

自

由

民

主

党

小

鹿

野

支

部

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
六
日

�

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

板

川

文

夫

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
一
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
九
日

板

川

文

夫

と

歩

む

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
一
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
九
日

お

の

づ

か

勝

俊

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
七
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
七
日

木

内

や

よ

い

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
ひ
ろ
げ
る
越
谷
市
民
の
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
一
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
九
日

た

か

ひ

ら

繁

俊

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

広

沢

の

ぼ

る

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

平

政

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

別
記
二
（
平
成
２１
年
１１
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

小

高

は

る

お

後

援

会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
六
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
六
日

武

井

敏

男

後

援

会

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

九
日

別
記
三
政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
小
鹿
野
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
２６
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３１１
，４５３
円

ア
前
年
繰
越
額

２３３
，４５３
円

イ
本
年
収
入
額

７８
，０００
円

�
支
出
総
額

３１１
，４５３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

７８
，０００
円

（
３４
人
）

合
計

７８
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

－４４－
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�
備
品
・
消
耗
品
費

１１
，４５３
円

�
事
務
所
費

３０
，０００
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２７０
，０００
円

合
計

３１１
，４５３
円

政
治
団
体
の
名
称

板
川
文
夫
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１９
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１１２
，０４３
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１１２
，０４３
円

�
支
出
総
額

１１２
，０４３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
a
個
人
か
ら
の
寄
附

１１２
，０４３
円

合
計

１１２
，０４３
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

１１２
，０４３
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

４
，５８３
円

�
事
務
所
費

１０７
，４６０
円

合
計

１１２
，０４３
円

政
治
団
体
の
名
称

板
川
文
夫
と
歩
む
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

板
川
文
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

越
谷
市
長

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１９
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

お
の
づ
か
勝
俊
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１７
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

木
内
や
よ
い
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

木
内
や
よ
い

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

三
郷
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
３０
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４
，７２５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

４
，７２５
円

�
支
出
総
額

４
，７２５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附

－４５－
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a
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

４
，７２５
円

合
計

４
，７２５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

４
，７２５
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４
，７２５
円

a
そ
の
他
の
事
業
費

４
，７２５
円

合
計

４
，７２５
円

政
治
団
体
の
名
称

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
ひ
ろ
げ
る
越
谷
市
民
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１９
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

た
か
ひ
ら
繁
俊
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

�
比
良
繁
俊

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

三
郷
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
３０
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４
，７２５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

４
，７ ２５
円

�
支
出
総
額

４
，７２５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
a
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

４
，７２５
円

合
計

４
，７２５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

４
，７２５
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４
，７２５
円

a
そ
の
他
の
事
業
費

４
，７２５
円

合
計

４
，７２５
円

政
治
団
体
の
名
称

広
沢
の
ぼ
る
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

広
沢

昇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

八
潮
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
３０
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１８
，９００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１８
，９００
円

�
支
出
総
額

１８
，９００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
a
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１８
，９００
円

合
計

１８
，９００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

－４６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）
（
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

１８
，９００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
そ
の
他
の
経
費

１８
，９００
円

合
計

１８
，９００
円

政
治
団
体
の
名
称

平
政
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
３０
日

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１４５
，７９２
円

ア
前
年
繰
越
額

７９
，７３９
円

イ
本
年
収
入
額

６６
，０５３
円

�
支
出
総
額

１４５
，７９２
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

６６
，０００
円

（
２
人
）

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

５３
円

合
計

６６
，０５３
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１４５
，７９２
円

合
計

１４５
，７９２
円

政
治
団
体
の
名
称

小
高
は
る
お
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１６
日

（
平
成
１９
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

武
井
敏
男
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
９
日

（
平
成
１７
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４２０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

４２ ０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１８
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４２０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

４２０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
１９
年
分
）

－４７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）
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１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４２０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

４２０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２０
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４２０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

４２０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

（
平
成
２１
年
分
）

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４２０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

４２０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

（
平
成
２１
年
１１
月
１
日
〜
１１
月
３０
日
受
理
分
。
記
載
順
序
は
五
十
音
順
。）

そ
の
他
の
政
治
団
体

届
出
者
の
氏
名
（
代
表
者
の
氏
名
）

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

指
定
取
消
年
月
日

届

出

年

月

日

板

川

文

夫

越
谷
市
長

板
川
文
夫
と
歩
む
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
一
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
九
日

木

内

や
よ
い

三
郷
市
議
会
議
員

木
内
や
よ
い
後
援
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

�
比
良

繁

俊

三
郷
市
議
会
議
員

た
か
ひ
ら
繁
俊
後
援
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

二
十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

広

沢

昇

八
潮
市
議
会
議
員

広
沢
の
ぼ
る
後
援
会

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

平
成
二
十
一
年
十
一
月

三
十
日

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
治

団
体
か
ら
、
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
年
分
の
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

加

藤

憲

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
岡
部
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，６０１
，６３８
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，１８４
，１９０
円

イ
本
年
収
入
額

４１７
，４４８
円

�
支
出
総
額

１５９
，５５０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１８０
，０００
円

（
７５
人
）

イ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

２３５
，５００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

－４８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



１０
万
円
未
満
の
収
入

１
，９４８
円

合
計

４１７
，４４８
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１５９
，５５０
円

合
計

１５９
，５５０
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
川
本
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５４８
，２３２
円

ア
前
年
繰
越
額

１９４
，９６４
円

イ
本
年
収
入
額

３５３
，２６８
円

�
支
出
総
額

３２６
，８１８
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

３５２
，９００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

３６８
円

合
計

３ ５３
，２６８
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１１４
，５１８
円

�
選
挙
関
係
費

２１２
，３００
円

合
計

３２６
，８１８
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
児
玉
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４４９
，２４９
円

ア
前
年
繰
越
額

９２
，６５６
円

イ
本
年
収
入
額

３５６
，５９３
円

�
支
出
総
額

３９０
，６４５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

２９６
，４００
円

（
１２７
人
）

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

６０
，１９３
円

合
計

３５６
，５９３
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２３８
，８８５
円

�
調
査
研
究
費

１５１
，７６０
円

合
計

３９０
，６４５
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
埼
玉
県
北
第
六
区
第
一
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１６０
，２４３
円

ア
前
年
繰
越
額

１６０
，２４３
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
埼
玉
県
福
祉
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１３３
，９００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１３３
，９００
円

�
支
出
総
額

１ ３３
，９００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

－４９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

１３３
，９００
円

合
計

１３３
，９００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

１３３
，９００
円

合
計

１３３
，９００
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
杉
戸
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２
，２２８
，７０３
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，２５４
，７０３
円

イ
本
年
収
入
額

９７４
，０００
円

�
支
出
総
額

１
，０９６
，８０３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

４７４
，０００
円

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
１ ４
選
挙
区
支
部

５００
，０００
円

合
計

９７４
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

２３６
，２６５
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

７０８
，５３８
円

�
選
挙
関
係
費

１５２
，０００
円

合
計

１
，０９６
，８０３
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
長
�
町
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
花
園
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，２５４
，１６０
円

ア
前
年
繰
越
額

８６９
，３９８
円

イ
本
年
収
入
額

３８４
，７６２
円

�
支
出
総
額

１４０
，８７７
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１６０
，８００
円

（
６７
人
）

イ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

２２２
，５００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

１
，４６２
円

合
計

３８４
，７６２
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

１
，１９０
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１３９
，６８７
円

合
計

１４０
，８７７
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
飯
能
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３
，７３６
，４４０
円

－５０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



ア
前
年
繰
越
額

１
，３２４
，７１３
円

イ
本
年
収
入
額

２
，４１１
，７２７
円

�
支
出
総
額

２
，５６３
，６１０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１
，０６６
，０００
円

（
２８７
人
）

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
総
会
開
催
事
業

２８０
，０００
円

ウ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

６６３
，６００
円

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
９
選
挙
区
支
部

４００
，０００
円

エ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

２
，１２７
円

合
計

２
，４１１
，７２７
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１５０
，０００
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

１３６
，８１７
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

９６２
，９９０
円

�
選
挙
関
係
費

１５４
，３０３
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

６０
，０００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

６０
，０００
円

�
寄
附
・
交
付
金

１
，０６６
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

３３
，５００
円

合
計

２
，５６３
，６１０
円

（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

１
，０６６
，０００
円
）

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
日
高
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２
，１９６
，４５８
円

ア
前
年
繰
越
額

８２４
，８８８
円

イ
本
年
収
入
額

１
，３７１
，５７０
円

�
支
出
総
額

１
，３０２
，９１０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
役
員
会
総
会
会
費

６８
，０００
円

�
自
衛
隊
富
士
演
習
会
費

３７８
，０００
円

イ
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
９
選
挙
区
支
部

３００
，０００
円

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
支
部
連
合
会

６２５
，２００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

３７０
円

合
計

１
，３７１
，５７０
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

８９
，７ ３５
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１
，１８０
，９２９
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２０
，０００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

２０
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

１２
，２４６
円

合
計

１
，３０２
，９１０
円

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
鷲
宮
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
７
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

７５３
，０１７
円

ア
前
年
繰
越
額

６１４
，０９２
円

イ
本
年
収
入
額

１３８
，９２５
円

�
支
出
総
額

１０
，９６０
円

－５１－

第��	
号平成��年��月�
日（金曜日）



２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

�
自
由
民
主
党
埼
玉
県
第
１４
選
挙
区
支
部

１３８
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

９２５
円

合
計

１３８
，９２５
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１０
，９６０
円

合
計

１０
，９６０
円

政
治
団
体
の
名
称

会
田
し
げ
お
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

ア
ク
セ
ス
２１

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

手
塚
し
げ
み

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

坂
戸
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

上
尾
市
医
師
連
盟

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
８
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２０
，０１１
，８１８
円

ア
前
年
繰
越
額

１６
，２８４
，４６５
円

イ
本
年
収
入
額

３
，７２７
，３５３
円

�
支
出
総
額

３
，５４１
，４０６
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

３
，３８４
，０００
円

（
７２
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

２９２
，０００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

５１
，３５３
円

合
計

３
，７２７
，３５３
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

埼
玉
県
医
師
連
盟

２９２
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
選
挙
関
係
費

７ ９７
，１５４
円

�
寄
附
・
交
付
金

２
，５２０
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

２２４
，２５２
円

合
計

３
，５４１
，４０６
円

３
資
産
等
の
内
訳

�
預
金
又
は
貯
金

（
残

高
）

１０
，０００
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

浅
野
み
え
子
と
地
域
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
６
日

－５２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６４８
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

３０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

６１８
，０００
円

�
支
出
総
額

６４８
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

５１８
，０００
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

６１８
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

浅
野
美
恵
子

５１８
，０００
円

所
沢

市
イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

７０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

６４８
，０００
円

合
計

６４８
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

明
日
の
環
境
と
政
治
を
考
え
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
１５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１０１
，７７５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１０１
，７７５
円

�
支
出
総
額

１０１
，７７５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２７
，７７５
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

７４
，０００
円

合
計

１０１
，７７５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

２７
，７７５
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

７４
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

６５
，４７０
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２５
，６０５
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

３
，５００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

３
，５００
円

�
調
査
研
究
費

７
，２００
円

合
計

１０１
，７７５
円

政
治
団
体
の
名
称

明
日
の
埼
玉
を
創
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

佐
久
間

実
資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６
，３７２
，２４８
円

ア
前
年
繰
越
額

２６１
，８７５
円

イ
本
年
収
入
額

６
，１１０
，３７３
円

－５３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
支
出
総
額

６
，３２８
，８１１
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

６
，１１０
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

３７３
円

合
計

６
，１１０
，３７３
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

平
岡
光
子

６０
，０００
円

千
葉
県
流
山
市

久
保
田
留
富
子

１２０
，０００
円

春
日
部

市
梅
本
一
雄

１２０
，０００
円

蕨
市

荒
井
達
至

６０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

新
井
光
子

１２０
，０００
円

春
日
部

市
佐
久
間

実
４
，７９０
，０００
円

春
日
部

市
鈴
木
孝
之

２４０
，０００
円

春
日
部

市
金
子
七
十
吉

１００
，０００
円

春
日
部

市
大
館
孝
弘

１００
，０００
円

春
日
部

市
久
保
田
留
富
子

１００
，０００
円

春
日
部

市
佐
久
間

博
２００
，０００
円

春
日
部

市
そ
の
他
の
寄
附

１００
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，６５０
，０００
円

�
光
熱
水
費

２１９
，３７６
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

１７８
，３６４
円

�
事
務
所
費

１
，９６０
，１１７
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２３４
，９２５
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２
，０８６
，０２９
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４０２
，１２５
円

ｂ
宣
伝
事
業
費

１
，６８３
，９０４
円

合
計

６
，３２８
，８１１
円

政
治
団
体
の
名
称

新
し
い
朝
霞
を
つ
く
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

富
岡
勝
則

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

朝
霞
市
長

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３
，６４１
，０２２
円

ア
前
年
繰
越
額

３００
，６１４
円

イ
本
年
収
入
額

３
，３４０
，４０８
円

�
支
出
総
額

２
，６９０
，０９９
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

３
，３１０
，０００
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３０
，０ ００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

４０８
円

合
計

３
，３４０
，４０８
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

富
岡
勝
則

３
，２００
，０００
円

朝
霞

市
そ
の
他
の
寄
附

１１０
，０００
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

－５４－

第���	号平成��年��月�	日（金曜日）



ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

１０
，９４８
円

�
事
務
所
費

４０６
，５５１
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

５２
，６００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

５２
，６００
円

�
寄
附
・
交
付
金

２
，２２０
，０００
円

合
計

２
，６９０
，０９９
円

政
治
団
体
の
名
称

新
し
い
市
長
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

新
し
い
街
づ
く
り
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

小
谷
野
五
雄

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

５００
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

５００
，０００
円

合
計

５００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

新
大
野
会

５００
，０００
円

狭
山

市

政
治
団
体
の
名
称

新
し
い
寄
居
町
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

生
き
活
き
朝
霞

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

９６
，０５５
円

ア
前
年
繰
越
額

４６
，０５５
円

イ
本
年
収
入
額

５０
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

５０
，０００
円

合
計

５０
， ０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

５０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

い
き
い
き
埼
玉
を
創
る
会

－５５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

石
川
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

石
川
下
公

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

越
谷
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
２３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

石
川
も
と
き
み
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
２３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

石
田
昇
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１８５
，３５５
円

ア
前
年
繰
越
額

１８５
，３５５
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

泉
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８
，１６０
，７３３
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，７７４
，９５７
円

イ
本
年
収
入
額

６
，３８５
，７７６
円

�
支
出
総
額

６
，８１９
，４７０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

６
，３８０
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

５
，７７６
円

合
計

６
，３８５
，７７６
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

春
山
茂
之

５００
，０００
円

本
庄

市
そ
の
他
の
寄
附

５
，８８０
，０ ００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，１２５
，２００
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

１２０
，４００
円

�
事
務
所
費

２８３
，０４５
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

８９
，８４０
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

７００
，９８５
円

ａ
そ
の
他
の
事
業
費

７００
，９８５
円

�
寄
附
・
交
付
金

４
，５００
，０００
円

合
計

６
，８１９
，４７０
円

－５６－
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政
治
団
体
の
名
称

い
そ
だ
久
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

市
川
こ
う
い
ち
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

今
村
の
り
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

岩
崎
の
ぶ
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

い
わ
や
一
弘
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

大
石
ま
さ
ひ
で
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

大
石
正
英

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

ふ
じ
み
野
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

７６５
，５７６
円

ア
前
年
繰
越
額

７３５
，５７６
円

イ
本
年
収
入
額

３０
，０００
円

�
支
出
総
額

３０８
，３００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３０
，０００
円

合
計

３０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

９６
，０００
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１４０
，０００
円

－５７－
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ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

１４０
，０００
円

�
調
査
研
究
費

７２
，３００
円

合
計

３０８
，３００
円

政
治
団
体
の
名
称

大
石
み
え
こ
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３７５
，８３５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

３７５
，８３５
円

�
支
出
総
額

３７５
，８３５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２７５
，８３５
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

３７５
，８３５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

大
石
み
え
こ

２７５
，８３５
円

越
谷

市
イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

１００
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

７２
，７２０
円

�
調
査
研
究
費

３０３
，１１５
円

合
計

３７５
，８３５
円

政
治
団
体
の
名
称

大
里
政
経
研
究
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

小
林
哲
也

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１１
，７７０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

１１
，７７０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

６
，０００
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
寄
附
・
交
付
金

６
，０００
，０００
円

合
計

６
，０００
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

大
野
ミ
ヨ
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

大
宮
医
師
連
盟

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
１０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１０
，２５６
，３６３
円

ア
前
年
繰
越
額

８
，６９２
，３６３
円

イ
本
年
収
入
額

１
，５６４
，０００
円

�
支
出
総
額

７８６
，８３０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

６７６
，０００
円

－５８－
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（
２２０
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８８８
，０００
円

合
計

１
，５６４
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

埼
玉
県
医
師
連
盟

８８８
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

４６６
，９９５
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２１２
，０００
円

�
選
挙
関
係
費

５
，７７５
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１０２
，０６０
円

ａ
そ
の
他
の
事
業
費

１０２
，０６０
円

合
計

７８６
，８３０
円

政
治
団
体
の
名
称

岡
田
ひ
で
お
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

小
川
明
仁
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

香
川
た
け
ふ
み
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

４０
，０００
円

�
支
出
総
額

４０
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

４０
，０００
円

合
計

４０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

４０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４０
，０００
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４０
，０００
円

合
計

４０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

春
日
部
市
医
師
連
盟

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４
，９２３
，８６１
円

ア
前
年
繰
越
額

３
，６３４
，９１７
円

イ
本
年
収
入
額

１
，２８８
，９４４
円

－５９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
支
出
総
額

６９３
，６１４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

９１５
，０００
円

（
９１
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３６８
，０００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

５
，９４４
円

合
計

１
，２８８
，９４４
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

埼
玉
県
医
師
連
盟

３６８
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

４０
，０００
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

５３３
，３６０
円

�
選
挙
関
係
費

２０
，２５４
円

�
寄
附
・
交
付
金

１００
，０００
円

合
計

６９３
，６１４
円

政
治
団
体
の
名
称

金
子
よ
し
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

�
嶋
博
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

川
島
よ
し
の
り
を
応
援
す
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，０６０
，５６７
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，０６０
，５６７
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

７９
，５９０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

３７
，５９０
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４２
，００ ０
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４２
，０００
円

合
計

７９
，５９０
円

政
治
団
体
の
名
称

川
田
と
ら
お
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

８０
，０００
円

�
支
出
総
額

４６
，８９０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

－６０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８０
，０００
円

合
計

８０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

８０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４６
，８９０
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４６
，８９０
円

合
計

４６
，８９０
円

政
治
団
体
の
名
称

川
畑
勝
弘
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

ガ
ン
バ
レ
ま
っ
ち
ゃ
ん
鈴
木
松
蔵
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
９
月
４
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

７５７
，１４６
円

ア
前
年
繰
越
額

１８６
，２４２
円

イ
本
年
収
入
額

５ ７０
，９０４
円

�
支
出
総
額

３６３
，０９０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

６４
，０００
円

（
３２
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

５０６
，０００
円

ウ
そ
の
他
の
寄
附

１０
万
円
未
満
の
収
入

９０４
円

合
計

５７０
，９０４
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

長
谷
川
み
よ
子

５００
，０００
円

久
喜

市
そ
の
他
の
寄
附

６
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

２９
，０５４
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１６９
，９０２
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２２
，０２８
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

２２
，０２８
円

�
調
査
研
究
費

５７
，４２０
円

�
寄
附
・
交
付
金

２０
，０００
円

�
そ
の
他
の
経
費

６４
，６８６
円

合
計

３６３
，０９０
円

政
治
団
体
の
名
称

キ
ッ
ズ
フ
ァ
ミ
リ
ー

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１６
，３５１
円

ア
前
年
繰
越
額

１６
，３５１
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

－６１－

第��	
号平成��年��月�
日（金曜日）



政
治
団
体
の
名
称

久
保
啓
一
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

く
ら
し
ま
美
恵
子
と
歩
む
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

倉
嶋
美
恵
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

川
越
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，５００
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，５００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

黒
須
喜
一
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８１
，９２９
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，９２９
円

イ
本
年
収
入
額

８０
，０００
円

�
支
出
総
額

７８
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

８０
，０００
円

合
計

８０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

黒
須
喜
一

８０
，０００
円

蓮
田

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

３
，５００
円

�
事
務
所
費

３６
，０００
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

３８
，５００
円

合
計

７８
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

グ
ロ
ゥ
イ
ン
グ
草
加

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

小
泉
龍
司
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２２
，０００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

２２
，０００
，０００
円

�
支
出
総
額

１９
，１ ５０
，５２４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

２２
，０００
，０００
円

－６２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



合
計

２２
，０００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

龍
の
会

２２
，０００
，０００
円

秩
父

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，２１８
，６６６
円

�
光
熱
水
費

１６４
，００９
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

２
，９０８
，１９９
円

�
事
務
所
費

７
，１１５
，０５４
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

３
，２０２
，７２３
円

�
選
挙
関
係
費

１５
，０００
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４
，４７４
，７３４
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

１ ８９
，０００
円

ｂ
宣
伝
事
業
費

４
，２８５
，７３４
円

�
調
査
研
究
費

５２
，１３９
円

合
計

１９
，１５０
，５２４
円

政
治
団
体
の
名
称

小
泉
龍
司
本
庄
地
区
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

９
，２２６
，４９７
円

ア
前
年
繰
越
額

２
，８５１
，９９７
円

イ
本
年
収
入
額

６
，３７４
，５００
円

�
支
出
総
額

７
，６１８
，２２８
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

８７２
，０００
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

５
，５００
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

２
，５００
円

合
計

６
，３７４
，５００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

８７２
，０００
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

泉
の
会

４
，５００
，０００
円

本
庄

市
龍
の
会

１
，０００
，０００
円

秩
父

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，３８３
，４００
円

�
光
熱
水
費

３０６
，６３６
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

１
，６３４
，５７１
円

�
事
務
所
費

２
，０５９
，５５２
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１
，２４８
，７２９
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

９５５
，１００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

２８６
，６２０
円

ｂ
そ
の
他
の
事
業
費

６６８
，４８０
円

�
調
査
研
究
費

３０
，２４０
円

合
計

７
，６１８
，２２８
円

政
治
団
体
の
名
称

小
島
清
人
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１００
，０００
円

－６３－

第���	号平成��年��月�	日（金曜日）



�
支
出
総
額

１
，２００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

１００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

小
島
清
人

１００
，０００
円

入
間

市
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１
，２００
円

合
計

１
，２００
円

政
治
団
体
の
名
称

小
林
哲
也
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６
，３６８
，７４５
円

ア
前
年
繰
越
額

３６８
，７４５
円

イ
本
年
収
入
額

６
，０００
，０００
円

�
支
出
総
額

３
，５０４
， １０１
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

６
，０００
，０００
円

合
計

６
，０００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

大
里
政
経
研
究
会

６
，０００
，０００
円

熊
谷

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，９３０
，０００
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

２９８
，５００
円

�
事
務
所
費

９７０
，１０１
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２２０
，５００
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

２２０
，５００
円

�
そ
の
他
の
経
費

８５
，０００
円

合
計

３
，５０４
，１０１
円

政
治
団
体
の
名
称

小
谷
野
五
雄
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
８
月
５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

こ
や
の
剛
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

小
谷
野

剛
資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

狭
山
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８５２
，７２９
円

ア
前
年
繰
越
額

７４８
，３２９
円

イ
本
年
収
入
額

１０４
，４００
円

�
支
出
総
額

３０６
，５９４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

－６４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
後
援
会
研
修
旅
行

１０４
，４００
円

合
計

１０４
，４００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

３
，１１３
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２４６
，０８４
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

５７
，３９７
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４７
，３９７
円

ｂ
宣
伝
事
業
費

１０
，０００
円

合
計

３０６
，５９４
円

政
治
団
体
の
名
称

近
藤
よ
し
の
り
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２５６
，９９６
円

ア
前
年
繰
越
額

２５６
，９９６
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

埼
玉
県
商
工
政
治
連
盟
杉
戸
支
部

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２８
，８２８
円

ア
前
年
繰
越
額

２
，８２４
円

イ
本
年
収
入
額

２６
，００４
円

�
支
出
総
額

２６
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
借

入
金

�
関
口
博
正

２６
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

４
円

合
計

２６
，００４
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
寄
附
・
交
付
金

２６
，０００
円

合
計

２６
，０００
円

（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

２６
，０００
円
）

政
治
団
体
の
名
称

さ
い
た
ま
市
の
未
来
を
築
く
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１５
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２９５
，８４３
円

ア
前
年
繰
越
額

２９５
，４２７
円

イ
本
年
収
入
額

４１６
円

�
支
出
総
額

８０
，５６４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

４１６
円

合
計

４１６
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

５７
，４６４
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２３
，１００
円

合
計

８０
，５６４
円

政
治
団
体
の
名
称

埼
玉
自
由
党

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２
，０４９
，０４５
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，１８６
，０４３
円

－６５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



イ
本
年
収
入
額

８６３
，００２
円

�
支
出
総
額

１
，０２３
，８７８
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

８６３
，００２
円

（
７３
人
）

合
計

８６３
，００２
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１２０
，０００
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

９２
，９２５
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

９２
，９２５
円

�
そ
の
他
の
経
費

８１０
，９５３
円

合
計

１
，０２３
，８７８
円

政
治
団
体
の
名
称

斉
藤
雄
二
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

佐
々
木
浩
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５５３
，０５８
円

ア
前
年
繰
越
額

１３
，０５８
円

イ
本
年
収
入
額

５４０
，０００
円

�
支
出
総
額

５３８
，１９０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

５４０
，０００
円

（
２７０
人
）

合
計

５４０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

５３８
，１９０
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

５３８
，１９０
円

合
計

５３８
，１９０
円

政
治
団
体
の
名
称

佐
野
ち
か
こ
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

佐
野
千
賀
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

寄
居
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６９
，１４８
円

ア
前
年
繰
越
額

２９
，１６３
円

イ
本
年
収
入
額

３９
，９８５
円

�
支
出
総
額

６９
，１４８
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

９
，９８５
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３０
，０００
円

合
計

３９
，９８５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

９
，９８５
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

－６６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

３２
，４２８
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

３６
，７２０
円

合
計

６９
，１４８
円

政
治
団
体
の
名
称

さ
わ
や
か
品
子
蓮
田
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
９
月
１０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１０９
円

ア
前
年
繰
越
額

１０９
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

し
の
だ
正
巳
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１０８
，６９３
円

ア
前
年
繰
越
額

８
，６９３
円

イ
本
年
収
入
額

１００
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

１００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

７０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

渋
谷
と
み
子
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４８
，５１２
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

４８
，５１２
円

�
支
出
総
額

４８
，５１２
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

４８
，５１２
円

合
計

４８
，５１２
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

４８
，５１２
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

８００
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４７
，７１２
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４７
，７１２
円

合
計

４８
，５１２
円

政
治
団
体
の
名
称

島
田
誠
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

－６７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

島
村
し
み
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

島
村
み
の
る
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１２６
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１２６
，０００
円

�
支
出
総
額

１２６
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１２６
，０００
円

合
計

１２６
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

島
村

穣
１２６
，０００
円

上
尾

市
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１２６
，０ ００
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

１２６
，０００
円

合
計

１２６
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

清
水
ま
さ
ゆ
き
を
育
て
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

清
水
ま
さ
ゆ
き
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２５９
，２８２
円

ア
前
年
繰
越
額

１４９
，０６１
円

イ
本
年
収
入
額

１１０
，２２１
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１１０
，０００
円

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

２２１
円

合
計

１１０
，２２ １
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

１１０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

政
治
団
体
の
名
称

志
村
し
げ
る
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

－６８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

新
世
紀
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

中
村
興
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２０７
円

ア
前
年
繰
越
額

２０７
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

信
政
塾

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，２００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１
，２００
，０００
円

�
支
出
総
額

１
，２００
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１
，２００
，０００
円

（
１０
人
）

合
計

１
，２００
， ０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

６１３
，８２０
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

３６５
，５００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

３６５
，５００
円

�
そ
の
他
の
経
費

２２０
，６８０
円

合
計

１
，２００
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

新
生
和
光
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２
，２６８
，１８１
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，９２８
，１８１
円

イ
本
年
収
入
額

３４０
，０００
円

�
支
出
総
額

７８１
，０２９
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３４０
，０００
円

合
計

３４０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

さ
わ
や
か
会

３４０
，０００
円

川
越

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

７８
，１９２
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

４１９
，３３７
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２８３
，５００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

２８３
，５００
円

合
計

７８１
，０２９
円

政
治
団
体
の
名
称

杉
戸
町
上
田
清
司
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１９
日

－６９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

鈴
木
健
一
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２４５
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

２４５
，０００
円

�
支
出
総
額

２４５
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２４５
，０００
円

合
計

２４５
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

鈴
木
健
一

２４５
，０００
円

東
松
山
市

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２４５
，０００
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

２４５
，０００
円

合
計

２４５
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

政
経
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
２１

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

政
治
結
社
大
日
本
松
勇
會

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

せ
と
ぐ
ち
幸
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

税
理
士
に
よ
る
武
正
公
一
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
１４
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６２４
，９８９
円

ア
前
年
繰
越
額

３９４
，２１９
円

イ
本
年
収
入
額

２３０
，７７０
円

�
支
出
総
額

１ ０４
，７９４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１４０
，０００
円

（
２８
人
）

－７０－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



イ
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

２０
，０００
円

ウ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
平
成
２０
年
度
総
会
会
費

７０
，０００
円

エ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

７７０
円

合
計

２３０
，７７０
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

２０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１０４
，７９４
円

合
計

１０４
，７９４
円

政
治
団
体
の
名
称

そ
れ
ゆ
け
！
や
れ
ゆ
け
！
北
村
あ
や
こ
と
市
民
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，８２７
，１１９
円

ア
前
年
繰
越
額

１７
，１１９
円

イ
本
年
収
入
額

１
，８１０
，０ ００
円

�
支
出
総
額

８４７
，５６２
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１０
，０００
円

（
２０
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１
，８００
，０００
円

合
計

１
，８１０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

永
山
妙
子

３００
，０００
円

東
京
都
港
区

神
宮
寺

斎
１
，０００
，０００
円

桶
川

市
北
村
文
子

５００
，０００
円

桶
川

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１２
，１１０
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

３８
，６７１
円

�
事
務
所
費

７５
， ２８０
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

６２４
，９６８
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

６２４
，９６８
円

�
調
査
研
究
費

７６
，５１５
円

�
そ
の
他
の
経
費

２０
，０１８
円

合
計

８４７
，５６２
円

政
治
団
体
の
名
称

高
橋
勝
頼
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

高
橋
勝
頼

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

さ
い
た
ま
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１１５
，３４８
円

ア
前
年
繰
越
額

１１５
，３４８
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

６８
，２６０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

６８
，２６０
円

合
計

６８
，２６０
円

－７１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



政
治
団
体
の
名
称

高
橋
ブ
ラ
ク
ソ
ン
久
美
子
と
す
す
む
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

高
橋
ブ
ラ
ク
ソ
ン
久
美
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

狭
山
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５４８
，２７５
円

ア
前
年
繰
越
額

５
，６００
円

イ
本
年
収
入
額

５４２
，６７５
円

�
支
出
総
額

５４８
，２７５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

３２
，０００
円

（
３２
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

４４８
，５１０
円

ウ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
に
よ
る
収
入

�
そ
の
他
催
物
事
業

６２
，１６５
円

合
計

５４２
，６７５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

高
橋
ブ
ラ
ク
ソ
ン
久
美
子

４３３
，３１０
円

狭
山

市
そ
の
他
の
寄
附

１５
，２００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
事
務
所
費

１８７
，９２４
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

３６０
，３５１
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

３２８
，５０５
円

ｂ
そ
の
他
の
事
業
費

３１
，８４６
円

合
計

５４８
，２７５
円

政
治
団
体
の
名
称

田
島
き
み
子
と
越
生
町
を
元
気
に
す
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５０
，３９１
円

ア
前
年
繰
越
額

５０
，３０７
円

イ
本
年
収
入
額

８４
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

８４
円

合
計

８４
円

政
治
団
体
の
名
称

田
島
と
し
か
ね
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２４
，２０ ６
円

ア
前
年
繰
越
額

２４
，２０６
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

２４
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２４
，０００
円

合
計

２４
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

秩
父
郡
市
農
協
政
治
連
盟

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
１９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１７４
，６２９
円

－７２－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



ア
前
年
繰
越
額

６２
，５０５
円

イ
本
年
収
入
額

１１２
，１２４
円

�
支
出
総
額

１１２
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

１１２
，０００
円

（
１０２
人
）

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

１２４
円

合
計

１１２
，１２４
円

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
寄
附
・
交
付
金

１１２
，０００
円

合
計

１１２
，０００
円

（
う
ち
本
部
又
は
支
部
に
対
し
て
供
与
し
た
交
付
金
に
係
る
支
出

１１２
，０００
円
）

政
治
団
体
の
名
称

土
屋
祥
�
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

常
見
勝
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

翼
の
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５３９
，２１０
円

ア
前
年
繰
越
額

４６９
，２１０
円

イ
本
年
収
入
額

７０
，０００
円

�
支
出
総
額

８０
，５１４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

７０
，０００
円

合
計

７０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

７０
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

３
，８６４
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

８００
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４０
，０００
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

４０
，０００
円

�
調
査
研
究
費

３５
，８５０
円

合
計

８０
，５１４
円

政
治
団
体
の
名
称

手
島
こ
う
せ
い
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８８６
，２６３
円

ア
前
年
繰
越
額

８０６
，２６３
円

－７３－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



イ
本
年
収
入
額

８０
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８０
，０００
円

合
計

８０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

８０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

政
治
団
体
の
名
称

手
塚
し
げ
み
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３１６
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

２１６
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

１００
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

１００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

１００
，０００
円

さ
い
た
ま
市

政
治
団
体
の
名
称

と
み
お
か
勝
則
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

３
，２９２
，１４５
円

ア
前
年
繰
越
額

１０２
，６４５
円

イ
本
年
収
入
額

３
，１８９
，５００
円

�
支
出
総
額

２
，６９８
，６４３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１
，０００
，０００
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

２
，１００
，０００
円

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
市
政
報
告
会

８９
，５００
円

合
計

３
，１８９
，５００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

富
岡
勝
則

１
，０００
，０００
円

朝
霞

市
イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

新
し
い
朝
霞
を
つ
く
る
会

２
，１００
，０００
円

朝
霞

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

９６０
，０００
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

２８３
，３７３
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

８７６
，５１０
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

５７８
，７６０
円

ａ
宣
伝
事
業
費

５７８
，７６０
円

合
計

２
，６９８
，６４３
円

－７４－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



政
治
団
体
の
名
称

努
力
を
す
れ
ば
報
わ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，０００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１
，０００
，０００
円

�
支
出
総
額

９１９
，３４４
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１
，０００
，０００
円

合
計

１
，０００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

そ
の
他
の
寄
附

１
，０００
，０００
円

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

１０８
，２４２
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１１
，７９４
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

７９９
，３０８
円

ａ
宣
伝
事
業
費

７９９
，３０８
円

合
計

９１９
，３４４
円

政
治
団
体
の
名
称

中
野
和
信
を
育
て
る
市
民
連
合
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

中
野
和
信
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１３
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

中
村
お
く
お
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６１６
，４３１
円

ア
前
年
繰
越
額

６１６
，４３１
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

中
村
と
お
る
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１ ６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４４２
，０３６
円

ア
前
年
繰
越
額

４４２
，０３６
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

永
井
さ
と
る
を
支
援
す
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

－７５－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

成
常
交
流
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

５００
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

２
資
産
の
内
訳

�
貸

付
金

（
貸
付
先
）

（
金

額
）

成
塚
常
�

５
，５１８
，８４０
円

政
治
団
体
の
名
称

成
塚
常
�
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，１６５
，２９５
円

ア
前
年
繰
越
額

１
，１６５
，２９５
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

な
り
づ
か
常
�
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

成
塚
常
�

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
９
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１
，０００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１
，０００
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

１
，０００
，０００
円

合
計

１
，０００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

成
塚
常
�

１
，０００
，０００
円

鴻
巣

市
３
資
産
等
の
内
訳

�
貸

付
金

（
貸
付
先
）

（
金

額
）

成
塚
常
�

３
，４５０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

野
口
克
博
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

野
口
浩
昭
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２２
，５４４
円

ア
前
年
繰
越
額

２２
，５４４
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

蓮
田
再
生
を
め
ざ
す
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１３
日

－７６－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

早
野
清
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

ひ
ま
わ
り
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

平
井
明
美
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

平
野
あ
つ
子
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

平
松
だ
い
す
け
を
育
て
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

平
松
大
佑

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

新
座
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４８９
，４６４
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

４８９
，４６４
円

�
支
出
総
額

２０２
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

３８９
，４６４
円

ｄ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

４８９
，４６４
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

平
松
大
佑

３５９
，４６４
円

新
座

市
そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

清
友
会

１００
，０００
円

朝
霞

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

－７７－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
備
品
・
消
耗
品
費

１０
，０００
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１９２
，０００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

１９２
，０００
円

合
計

２０２
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

平
松
だ
い
す
け
サ
ポ
ー
タ
ー
ズ
ク
ラ
ブ

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

藤
沼
み
つ
ぐ
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

古
谷
松
雄
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

古
谷
松
雄

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

杉
戸
町
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

北
都
の
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

田
島
敏
包

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６
，０５７
円

ア
前
年
繰
越
額

６
，０５７
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

星
野
文
男
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

松
本
た
け
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１９８
，５６２
円

ア
前
年
繰
越
額

１４１
，１０３
円

イ
本
年
収
入
額

５７
，４５９
円

�
支
出
総
額

１４０
，７３７
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

５７
，０００
円

（
１６
人
）

イ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

４５９
円

合
計

５７
，４ ５９
円

－７８－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２９
，０９０
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

１１１
，６４７
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

１１１
，６４７
円

合
計

１４０
，７３７
円

政
治
団
体
の
名
称

明
堂
純
子
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

明
堂
純
子

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

本
庄
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
８
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

未
来
宝
子
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

稲
川
和
成

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

川
口
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

１５０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

１５０
，０００
円

�
支
出
総
額

１５０
，０００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１５０
，０００
円

合
計

１５０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

自
由
民
主
党
川
口
支
部

１５０
，０００
円

川
口

市
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
寄
附
・
交
付
金

１５０
，０００
円

合
計

１５０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

み
ん
な
の
さ
い
た
ま
市
を
つ
く
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６７３
，５７１
円

ア
前
年
繰
越
額

６７３
，５７１
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

村
田
哲
一
の
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

村
田
哲
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

所
沢
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２１
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

９０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

６０
，００ ０
円

イ
本
年
収
入
額

３０
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３０
，０００
円

合
計

３０
，０００
円

－７９－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

森
泉
よ
し
お
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

森
泉
義
夫

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

森
新
一
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２４
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

も
ろ
い
真
英
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

諸
井
真
英

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

埼
玉
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

８７７
，８２８
円

ア
前
年
繰
越
額

８７７
，８２８
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

７６６
，５９３
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

３６８
，０００
円

�
光
熱
水
費

２ ２
，４１５
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

７６
，１７８
円

�
事
務
所
費

３００
，０００
円

合
計

７６６
，５９３
円

政
治
団
体
の
名
称

山
木
綾
子
を
支
え
る
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
２０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

７７０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

６７０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

１００
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

１００
，０００
円

合
計

１００
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

７０
，００ ０
円

さ
い
た
ま
市

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

山
下
勝
矢
を
育
て
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

山
下
勝
矢

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

三
郷
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
１６
日

－８０－

第���	号平成��年��月�	日（金曜日）



１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

２６３
，９７５
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

２６３
，９７５
円

�
支
出
総
額

２６３
，９７５
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２６３
，９７５
円

合
計

２６３
，９７５
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

山
下
勝
矢

２６３
，９７５
円

三
郷

市
�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２６３
，９７５
円

ａ
機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

１１２
，７７５
円

ｂ
そ
の
他
の
事
業
費

１５１
，２００
円

合
計

２６３
，９７５
円

政
治
団
体
の
名
称

や
ま
び
こ
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

森
田
輝
雄

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

新
座
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

５００
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

５００
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

山
本
秀
和
と
い
る
ま
を
変
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

山
本
秀
和

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

入
間
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１１
月
１０
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６８０
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

６５０
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

３０
，０００
円

�
支
出
総
額

０
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３０
，０００
円

合
計

３０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

そ
の
他
の
寄
附

３０
，０００
円

政
治
団
体
の
名
称

勇
政
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
４
月
２
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

７
，１１１
，５１７
円

ア
前
年
繰
越
額

２２６
，４０３
円

イ
本
年
収
入
額

６
，８８５
，１１４
円

�
支
出
総
額

６
，４９７
，２７６
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

２
，６５９
，５５０
円

－８１－

第����号平成��年��月��日（金曜日）



ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８００
，０００
円

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
新
春
の
集
い

３
，４２５
，０００
円

ウ
そ
の
他
の
収
入

１０
万
円
未
満
の
収
入

５６４
円

合
計

６
，８８５
，１１４
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

大
島
義
信

１５９
，５５０
円

さ
い
た
ま
市

清
水
勇
人

２
，５００
，０００
円

さ
い
た
ま
市

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

自
由
民
主
党
埼
玉
県
南
第
六
区
第
一
支
部

８００
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
人

件
費

１
，３２０
，０００
円

�
光
熱
水
費

８５
，８１４
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

３３１
，７９８
円

�
事
務
所
費

９１ ２
，５０８
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

１
，１９３
，１１６
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

２
，６０３
，２７３
円

ａ
宣
伝
事
業
費

１５１
，１９７
円

ｂ
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

２
，４５２
，０７６
円

�
調
査
研
究
費

３３
，６４７
円

�
そ
の
他
の
経
費

１７
，１２０
円

合
計

６
，４９７
，２７６
円

政
治
団
体
の
名
称

龍
の
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

小
泉
龍
司

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

衆
議
院
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
６
月
２９
日

�
収
入
総
額

３３
，８４４
，９７８
円

ア
前
年
繰
越
額

１５
，７０４
，９７８
円

イ
本
年
収
入
額

１８
，１４０
，０００
円

�
支
出
総
額

２９
，４４７
，６４６
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

５
，２３０
，０００
円

ｂ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

３
，０００
，０００
円

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

�
深
谷
地
区
龍
の
会
セ
ミ
ナ
ー
開
催
事
業

９
，９１０
，０００
円

合
計

１８
，１４０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

久
喜
邦
康

２００
，０００
円

秩
父

市
兒
玉
清
則

２００
，０００
円

秩
父

市
坂
本
キ
ク
子

１００
， ０００
円

秩
父

市
原

清
１００
，０００
円

大
里
郡
寄
居
町

吉
田
利
男

１５０
，０００
円

大
里
郡
寄
居
町

高
橋
嬰
治

３００
，０００
円

本
庄

市
小
泉
徳
夫

６５０
，０００
円

東
京
都
中
野
区

藤
田
嘉
弘

３６０
，０００
円

東
京
都
練
馬
区

細
川
洋
一

４８０
，０００
円

兵
庫
県
宝
塚
市

そ
の
他
の
寄
附

２
，６９０
，０００
円

イ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

平
沼
会

３
，０００
，０００
円

東
京
都
千
代
田
区

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

－８２－
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�
人

件
費

１３１
，３３４
円

�
備
品
・
消
耗
品
費

５５４
，８０６
円

�
事
務
所
費

８２２
，６４２
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

７０
，０００
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４
，８６８
，８６４
円

ａ
宣
伝
事
業
費

３
，２０６
，１７４
円

ｂ
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
開
催
事
業
費

１
，６６２
，６９０
円

�
寄
附
・
交
付
金

２３
，０００
，０００
円

合
計

２９
，４４７
，６４６
円

政
治
団
体
の
名
称

渡
辺
い
わ
お
励
ま
す
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
１０
月
６
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

４０７
，０００
円

ア
前
年
繰
越
額

２６７
，０００
円

イ
本
年
収
入
額

１４０
，０００
円

�
支
出
総
額

９３
，６００
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

６０
，０００
円

（
１２０
人
）

イ
寄

附
�
寄

附
ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

８０
，０００
円

合
計

１４０
，０００
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
名
称
）

（
金

額
）

（
事
務
所
の
所
在
地
）

民
主
党
埼
玉
県
総
支
部
連
合
会

８０
，０００
円

さ
い
た
ま
市

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

４８
，６００
円

イ
政
治
活
動
費

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４５
，０００
円

ａ
宣
伝
事
業
費

４５
，０００
円

合
計

９３
，６００
円

政
治
団
体
の
名
称

わ
た
な
べ
利
文
後
援
会

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
５
月
２７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

０
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

０
円

�
支
出
総
額

０
円

政
治
団
体
の
名
称

渡
辺
春
雄
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

渡
辺
春
雄

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類

坂
戸
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日

平
成
２１
年
９
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

６８６
，３５６
円

ア
前
年
繰
越
額

０
円

イ
本
年
収
入
額

６８６
，３５６
円

�
支
出
総
額

６８６
，３５６
円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
�
寄

附
ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

４４０
，３５６
円

イ
そ
の
他
の
収
入

�
渡
辺
春
雄
退
職
祝
会

２４６
，０００
円

合
計

６８６
，３５６
円

〔
寄
附
の
内
訳
〕

－８３－
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ア
個
人
か
ら
の
寄
附

（
寄
附
者
の
氏
名
）

（
金

額
）

（
住

所
）

渡
辺
春
雄

４４０
，３５６
円

坂
戸

市
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

�
備
品
・
消
耗
品
費

４３
，５００
円

イ
政
治
活
動
費

�
組
織
活
動
費

２８５
，７５９
円

�
選
挙
関
係
費

３５０
，１４７
円

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

４５０
円

ａ
そ
の
他
の
事
業
費

４５０
円

�
調
査
研
究
費

６
，５００
円

合
計

６８６
，３５６
円

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －８４－
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